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伊勢市保育所条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成 26 年 12 月５日

伊勢市長 鈴 木 健 一
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伊勢市規則第 30 号

伊勢市保育所条例施行規則の一部を改正する規則

伊勢市保育所条例施行規則（平成 17 年伊勢市規則第 61 号）の一部を次

のように改正する。

別表備考４中「第５条の４の２第５項」を「第５条の４の２第６項」に、

「第 41 条第１項、第２項及び第３項」を「第 41 条第１項、第２項及び第

６項」に、「第 41 条の３の２第１項、第２項、第４項及び第５項」を「第

41 条の３の２第１項、第２項、第５項及び第６項」に、「第 41 条の 19 の

３第１項及び第２項、第 41 条の 19 の４第１項及び第２項並びに第 41 条

の 19 の５第１項」を「第 41 条の 19 の３第１項及び第３項並びに第 41 条

の 19 の４第１項及び第３項」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表備考４の改正規定中

「第５条の４の２第５項」を「第５条の４の２第６項」に改める部分は、

平成 27 年１月１日から施行する。
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伊勢市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成 26 年 12 月 15 日

伊勢市長 鈴 木 健 一
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伊勢市規則第 31 号

伊勢市公印規則の一部を改正する規則

伊勢市公印規則（平成 17 年伊勢市規則第７号）の一部を次のように改

正する。

か

い

書

長

方

縦

16

横

31

戸籍・住民基

本台帳・印鑑

登録証明・諸

証明手数料

その他戸籍

住民課の所

管事務に係

る諸収入金

の収納

戸籍

住民

課長

1

か

い

書

長

方

縦

14

横

36

戸籍・住民基

本台帳・印鑑

登録証明・諸

証明手数料

その他戸籍

住民課の所

管事務に係

る諸収入金

の収納

戸籍

住民

課長

１

か

い

書

長

方

縦

14

横

36

戸籍・住民基

本台帳・印鑑

登録証明・諸

証明手数料

その他支所

の所管事務

に係る諸収

入金の収納

各支

所長

9

「

別表出納員印の項中

」
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附 則

この規則は、平成 27 年１月１日から施行する。

か

い

書

長

方

縦

14

横

36

戸籍・住民基

本台帳・印鑑

登録証明・諸

証明手数料そ

の他支所の所

管事務に係る

諸収入金の収

納

各支

所長

9

を

「

」

に改める。
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伊勢市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成 26 年 12 月 15 日

伊勢市長 鈴 木 健 一
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伊勢市規則第 32 号

伊勢市市税条例施行規則の一部を改正する規則

伊勢市市税条例施行規則（平成 17 年伊勢市規則第 44 号）の一部を次の

ように改正する。

第 14 条第１項第１号の表中

療費の公費負担番号が記載されているものに限る。）」を削り、「精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第 32 条の規

定による通院医療費の公費負担を受けている者」を「障害者の日常生活及

乳幼児期以前の非進行性脳

病変による運動機能障害

上肢機能 １級及び

がある場

移動機能 １級から

乳幼児期以

前の非進行

性脳病変に

よる運動機

能障害

上肢機能 １級及

る場合

移動機能 １級か２級（１上肢のみに運動障害

合を除く。）

６級までの各級

び２級（１上肢のみに運動障害があ

を除く。）

ら６級までの各級

を

「

」

に改め、同項第４号中「（通院医

「

」
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び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）第

54 条第３項に規定する自立支援医療受給者証（障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律施行令（平成 18 年政令第 10 号）第１

条の２第３号に規定する精神通院医療に係るものに限る。）の交付を受けて

いる者」に改め、同条第２項中「第 90 条第１項」を「第 90 条第１項第１

号」に、「軽自動車届出済証」を「道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185

号）第 58 条第１項に規定する自動車検査証又は道路運送車両法施行規則

（昭和 26 年運輸省令第 74 号）第 63 条の２第３項に規定する軽自動車届

出済証」に改め、同条第３項ただし書中「年の中途」を「年度の中途」に

改め、「軽自動車税については」を削る。

別表第１条例第 51 条第１項第２号に該当する場合の項中「配当所得金」

を「配当所得等」に、「附則第 35 条の２第６項に規定する株式等」を「附

則第 35 条の２第５項に規定する一般株式等」に改め、「譲渡所得等の金額」

の次に「、法附則第 35 条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲

渡所得等の金額」を加え、同表条例第 51 条第１項第５号に該当する場合

の項中「第８条」を「第７条の２第１項」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則中第 14 条の改正規定及び別表第１条例第 51 条第１項第５号

に該当する場合の項の改正規定は公布の日から、同表条例第 51 条第１

項第２号に該当する場合の項の改正規定は平成 29 年１月１日から施行

する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の別表第１条例第 51 条第１項第２号に該当す

る場合の項の規定は、平成 29 年度以後の年度分の個人の市民税につい

て適用し、平成 28 年度分までの個人の市民税については、なお従前の
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例による。
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伊勢市職員安全衛生委員会規程の一部を改正する訓令を次のように定め

る。

平成 26 年 12 月１日

伊勢市長 鈴 木 健 一
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伊勢市訓令第９号

伊勢市職員安全衛生委員会規程の一部を改正する訓令

伊勢市職員安全衛生委員会規程（平成 17 年伊勢市訓令第 16 号）の一部

を次のように改正する。

第７条第４項ただし書を削り、同条第５項中「部会の構成、所管事業場

及び事務局の設置場所」を「部会の名称、事務局の設置場所、所管する事

業場及び構成」に改める。

別表部会の名称の項中「部会の名称」を「名称」に、「事務局設置場所」

を「事務局の設置場所」に改め、同表消防部会の項中「18」を「17」に改

める。

附 則

この訓令は、公表の日から施行する。
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伊勢市告示第 113 号

道路の区域変更について

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第１項の規定により、次のよ

うに道路の区域を変更しました。

その関係図面は、伊勢市都市整備部維持課において告示の日から２週間

一般の縦覧に供します。

平成 26 年 12 月８日

伊勢市長 鈴 木 健 一

道路の

種 類
路線名 区 間

新旧

の別

敷地の幅員

ﾒ-ﾄﾙ

延長

ﾒ-ﾄﾙ

市 道 楠部３号線

楠部町字高平乙 1011 番地先か

ら

楠部町字堀ノ内 2925 番１地先

まで

旧 2.9～3.8 152.4

新 4.3～5.0 152.4
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伊勢市告示第 114 号

道路の供用開始について

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第２項の規定により、次のよ

うに道路の供用を開始します。

その関係図面は、伊勢市都市整備部維持課において告示の日から２週間

一般の縦覧に供します。

平成 26 年 12 月８日

伊勢市長 鈴 木 健 一

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供 用 開 始 の 期 日

楠部３号線
楠部町字高平乙 1011 番地先から

楠部町字堀ノ内2925番１地先まで
平成 26 年 12 月８日
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伊勢市告示第 115 号

伊勢市農業委員会第 14 回総会を次のとおり招集します。

平成 26 年 12 月 15 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 招集の日時 平成 26 年 12 月 18 日（木）午前 10 時

２ 招集の場所 伊勢市立御薗公民館 ２階講堂

３ 付議すべき事項

議案第１号 伊勢市農業委員会会長の互選について

議案第２号 伊勢市農業委員会会長職務代理者の互選について

議案第３号 伊勢市農業委員会部会委員の互選について

議案第４号 伊勢市農業委員会農地部会長及び同職務代理者並びに農

業振興部会長及び同職務代理者の選任について

議案第５号 三重県農業会議会議員の指名について
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伊勢市選挙管理委員会告示第 84号

平成 26年 12 月 14 日執行予定の衆議院議員総選挙におけるポスター掲示場を、別紙

のとおり設置します。

平成 26 年 12 月１日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一
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投票区名 所在地 設置場所 摘要

進修 伊勢市宇治館町１８３-１ 宇治館町１８３－１
西井勝久宅東側駐車場

1

進修 伊勢市宇治浦田１丁目１ 宇治浦田１丁目１
神宮祭主職舎前北側

2

進修 伊勢市宇治中之切町３９-１ 宇治中之切町
神宮会館前国道２３号歩道

3

進修 伊勢市宇治浦田１丁目２６４-７
宇治浦田１丁目　宇治浦田街路広場
赤福五十鈴川店北側道路沿い 4

進修 伊勢市宇治浦田２丁目１６－４３ 宇治浦田２丁目
進修小学校正門横フェンス

5

進修 伊勢市宇治浦田３丁目７９８－４ 宇治浦田３丁目２０－１９
滝倉団地久保豊宅北側公園

6

進修 伊勢市宇治浦田３丁目２１－１５ 宇治浦田３丁目２１－１５（県道沿）
清原鈑金前ガードレール

7

高麗広 伊勢市宇治今在家町６２６ 宇治今在家町６２６ （高麗広）
山端一敏宅前県道沿

8

高麗広 伊勢市宇治今在家町５５１ 宇治今在家町（高麗広）
市立高麗広公民館入口

9

修道第１ 伊勢市桜木町１２１ 桜木町
富樫公園

10

修道第１ 伊勢市桜木町７６－１２ 桜木町　市営住宅旭ヶ台団地
旭ヶ台公園横ガードレール

11

修道第１ 伊勢市中之町６３－３ 中之町
市道外宮内宮線中之町交差点東

12

修道第１ 伊勢市中之町２３２－４１ 中之町２３２－４３
中之町公園

13

修道第１ 伊勢市中村町桜が丘８ 市営住宅中村町団地西
ガードレール

14

修道第１ 伊勢市中村町桜が丘１００－５０ 中村町桜が丘住宅
桜が丘公園南側

15

修道第２ 伊勢市楠部町８９－１ 楠部町３８－１０河村正次宅向側駐車
場

16

修道第２ 伊勢市楠部町８９－１

楠部町　市営庭球場フェンス

17

修道第２ 伊勢市古市町８１４－６ 勢田町８１４－６
中川六郎宅前ガードレール

18

修道第２ 伊勢市勢田町９４１－１５７ 勢田町９４１－８８
古布幸元宅東隣空地

19

修道第２ 伊勢市倭町３０－１ 倭町（県道鳥羽松阪線沿）
天理教三重教務支庁前

20

衆議院小選挙区選出議員選挙　ポスター掲示場設置場所一覧表
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投票区名 所在地 設置場所 摘要

明倫第１ 伊勢市尾上町２０４－１ 尾上町
小田橋東詰橋詰公園

21

明倫第１ 伊勢市岡本１丁目１３ 岡本１丁目１３
岡本公園南向側ガードレール

22

明倫第１ 伊勢市岡本３丁目３－３ 岡本１丁目３－３
百五銀行伊勢支店前植込み

23

明倫第１ 伊勢市岡本３丁目１ 市立郷土資料館東側
旧豊宮崎文庫跡東側

24

明倫第１ 伊勢市岡本３丁目３ 岡本３丁目３－１７
三重近鉄タクシー車庫北側

25

明倫第１ 伊勢市勢田町６９８－２４ 勢田町
八束橋南勢田川沿

26

明倫第２ 伊勢市岩渕１丁目３－１９ 岩渕１丁目３－１９
真珠会館前フェンス

27

明倫第２ 伊勢市岩渕１丁目７－２９ 岩渕１丁目７－２９
伊勢市役所前

28

明倫第２ 伊勢市岩渕１丁目１３ 岩渕１丁目１３
伊勢市観光文化会館前東側

29

明倫第２ 伊勢市岩渕２丁目４７７－１１

岩渕公園

30

明倫第２ 伊勢市岩渕３丁目３ 岩渕３丁目３－３０
西村和也宅前（県道沿）

31

明倫第２ 伊勢市吹上１丁目１１ 吹上１丁目１１
ＪＲ吹上踏切北側歩道

32

明倫第２ 伊勢市岩渕２丁目８ 岩渕２丁目８
桜橋西詰南側（勢田川沿）

33

有緝第１ 伊勢市河崎１丁目２ 河崎１丁目２
中寺前公園東側

34

有緝第１ 伊勢市河崎１丁目９ 河崎１丁目９番２４号
伊勢米穀企業組合倉庫前

35

有緝第１ 伊勢市河崎１丁目１４ 河崎１丁目１４
鶴辺公園西側

36

有緝第１ 伊勢市河崎２丁目２ 河崎２丁目１０－２
谷口石油店南向側空地

37

有緝第１ 伊勢市河崎１丁目４ 河崎１丁目４
旭公園北側

38

有緝第１ 伊勢市河崎３丁目１６ 河崎３丁目１６
北新橋東詰空地ガードレール

39

有緝第１ 伊勢市河崎３丁目３ 河崎３丁目３－２６
河崎南側公民館前

40
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投票区名 所在地 設置場所 摘要

有緝第２ 伊勢市船江２丁目３ 船江２丁目３
有緝公園南側

41

有緝第２ 伊勢市船江１丁目１６ 船江１丁目１６
雇用促進住宅東側フェンス

42

有緝第２ 伊勢市船江２丁目１２ 船江２丁目１２
築地公園西側

43

有緝第２ 伊勢市船江２丁目２５ 船江２丁目２８
川井　悟宅横　空地

44

有緝第２ 伊勢市船江１丁目３ 船江１丁目３
船江公園南側

45

有緝第２ 伊勢市船江１丁目１１ 船江１丁目１１
社前公園東側

46

有緝第３ 伊勢市船江３丁目８ 船江３丁目８
的場公園東側

47

有緝第３ 伊勢市船江３丁目３ 船江３丁目３
県道（八間道路）沿ガードレール

48

有緝第３ 伊勢市船江３丁目１５ 船江３丁目１１
新道公園東側

49

有緝第３ 伊勢市船江４丁目２９ 船江４丁目２９
さつき公園南側

50

有緝第３ 伊勢市船江３丁目１６ 船江３丁目１６－３７
牛虎ﾊｲｼﾞｰ前ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（桧尻川沿）

51

有緝第３ 伊勢市船江４丁目７
船江４丁目７
エバーグリーン船江公園南側フェンス沿
い

52

厚生第１ 伊勢市一之木１丁目３ 一之木１丁目３－６
須原大社前

53

厚生第１ 伊勢市一之木２丁目１１ 一之木２丁目１１
中央公園北側

54

厚生第１ 伊勢市一之木３丁目１９ 一之木３丁目１２－１９
小西酒店北側駐車場

55

厚生第１ 伊勢市一之木５丁目１３ 桧尻川沿い
市道一之木１２－１号線敷地

56

厚生第１ 伊勢市一之木５丁目５ 一之木５丁目５－３
厚生中学校運動場西側フェンス

57

厚生第１ 伊勢市一之木５丁目１５ さつき園入口付近
岡名清次郎宅前ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（桧尻川沿）

58

厚生第２ 伊勢市宮後２丁目２ 宮後２丁目２　刃物の中屋東側ガード
レール

59

厚生第２ 伊勢市宮後２丁目２ 宮後２丁目２５
山本ビル北側駐車場

60
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厚生第２ 伊勢市宮後２丁目２５ 宮後２丁目２２－１５
白米写真館前ガードレール

61

厚生第２ 伊勢市宮後２丁目２６－２６ 宮後２丁目２６-２６立正佼成会南側水
路ガードレール

62

厚生第２ 伊勢市宮後２丁目７４４－３

宮後公園南側フェンス

63

厚生第３ 伊勢市宮後１丁目９ 一志町１－４
厚生小学校正門右側フェンス

64

厚生第３ 伊勢市一志町５－１ 一志町５－１
北御門広場前

65

厚生第３ 伊勢市八日市場町１３ 八日市場町１３
市立図書館前植込み

66

厚生第３ 伊勢市大世古１丁目１０ 大世古１丁目１０
大豊和紙工業㈱前

67

厚生第３ 伊勢市大世古４丁目２ 大世古４丁目２
大世古公園南側

68

厚生第３ 伊勢市曽祢１丁目９
曽祢１丁目９
㈱音羽(元愛知銀行)駐車場西側フェン
ス

69

厚生第３ 伊勢市曽祢２丁目６ 曽祢２丁目６
奥新町公園西側

70

早修 伊勢市宮町１丁目１５ 宮町１丁目１５
今社公園北側

71

早修 伊勢市常磐１丁目８ 常磐１丁目８
清之井公園西側

72

早修 伊勢市常磐１丁目１７ 常磐１丁目１７
ＪＲ山田上口駅前

73

早修 伊勢市常磐３丁目８ 常磐３丁目８
市民武道館東側

74

早修 伊勢市浦口１丁目１１ 浦口１丁目１１
出口公園東側

75

早修 伊勢市浦口２丁目１３ 浦口２丁目１３
浦口公園西側

76

早修 伊勢市浦口３丁目１ 浦口３丁目１
法住院かさもり稲荷西側フェンス

77

中島第１ 伊勢市浦口４丁目２６ 浦口４丁目２６－１９
宇田クリニック横空地

78

中島第１ 伊勢市二俣１丁目２ 二俣１丁目２
中島小学校　南側フェンス

79

中島第１ 伊勢市二俣３丁目１ 二俣３丁目１－３０
福岡明子宅東側

80
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投票区名 所在地 設置場所 摘要

中島第１ 伊勢市二俣４丁目４ 二俣４丁目４
横浜ゴム徳川山社宅東側

81

中島第１ 伊勢市辻久留１丁目１５ 辻久留１丁目１５－５
喜久や菓子店横市道沿

82

中島第１ 伊勢市辻久留２丁目８ 辻久留２丁目
勢田川浄化揚水機場フェンス

83

中島第２ 伊勢市中島１丁目３ 中島１丁目３
出雲神社東側道沿

84

中島第２ 伊勢市中島１丁目１５ 中島１丁目１５（度会橋東詰）
度会橋バス停前向側ガードレール

85

中島第２ 伊勢市中島２丁目２
中部電力度会橋変電所
東向側公園西側対面水路添ガードレー
ル

86

中島第２ 伊勢市中島２丁目６ 中島２丁目
小川公園東側

87

中島第２ 伊勢市宮川１丁目６－２５ 宮川１丁目１１　若宮八幡宮南側駐車
場

88

中島第２ 伊勢市宮川１丁目３ 宮川１丁目３－３
西村治雄宅東側空地

89

中島第２ 伊勢市宮川２丁目４－４５ 千巻印刷産業（株）駐車場　（市長）
東出忠宅塀（市議）

90

中島第３ 伊勢市辻久留３丁目３０７－４ 県道南島線
宮本建設㈱筋向い空地

91

中島第３ 伊勢市辻久留３丁目４ 辻久留３丁目４－３７
上田忠生宅西側

92

中島第３ 伊勢市二俣町４３ 二俣町 市道宮川郷１号線ガードレール 93

中島第３ 伊勢市辻久留３丁目１２

済美学院駐車場

94

中島第３ 伊勢市辻久留３丁目１７

済美学院運動場金網

95

中島第３ 伊勢市辻久留３丁目２０

三郷山上り口左空地

96

中島第３ 伊勢市辻久留町５４５－１６５

辻久留台第3公園

97

神社 伊勢市神社港２９４ 神社港２９４
神社小学校　北側フェンス

98

神社 伊勢市竹ヶ鼻町１００

港中学西側　フェンス

99

神社 伊勢市小木町５３８

ララパーク前バス停横

100
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神社 伊勢市小木町２２５

小木町公民館前公園

101

神社 伊勢市馬瀬町６８１ 馬瀬町６８１ 林文久宅向側
市道ガードレール

102

神社 伊勢市下野町３２３－５

下野町公民館前

103

大湊 伊勢市大湊町１１１８－１９４

市立大湊小学校西側フェンス

104

大湊 伊勢市大湊町１０８－３

大湊町明神ポンプ場前ガードレール

105

大湊 伊勢市大湊町７８３－１１

大湊町民会館前広場

106

大湊 伊勢市大湊町６５６

（株）鈴工前塀

107

大湊 伊勢市大湊町４１３－２

大湊町４１３－９　森浩章宅横畑

108

大湊 伊勢市大湊町２６４－６６ 大湊町みどり苑大湊町２６４－６６
大西　貢宅前ガードレール

109

浜郷第１ 伊勢市神久１丁目１２３９－１

寝起松公園内西側植込み

110

浜郷第１ 伊勢市神田久志本町１４３６－１ 神田久志本町
伊勢市消防本部整備工場前

111

浜郷第１ 伊勢市神久２丁目７－１５ 神久２丁目７－１５
日本通運（株）伊勢支店西側フェンス

112

浜郷第１ 伊勢市神久３丁目５

久志本神社前

113

浜郷第１ 伊勢市神久４丁目８－１６ 神久４丁目９－３
松山克博宅西側空地

114

浜郷第１ 伊勢市神久５丁目６－１５ 神久５丁目３－２０
山本記久博宅前空地

115

浜郷第１ 伊勢市神久６丁目５－８ 神久６丁目８－２５
二軒茶屋餅店西側第二駐車場

116

浜郷第２ 伊勢市黒瀬町１６４－８

浜郷小学校西側フェンス

117

浜郷第２ 伊勢市黒瀬町１７１８－４

黒瀬児童公園南側

118

浜郷第２ 伊勢市田尻町１３１

勢田大橋北詰　磯田工務店前

119

浜郷第２ 伊勢市田尻町１７５－３

牟山中臣神社前

120

23



投票区名 所在地 設置場所 摘要

浜郷第２ 伊勢市通町１４３５－３

栄通神社前

121

浜郷第３ 伊勢市一色町１２９９－２ 一色町１２９９
鈴木市郎宅向側堤防沿

122

浜郷第３ 伊勢市一色町１６４９ 一色町１６４９
石原修身宅向側

123

浜郷第３ 伊勢市一色町１４７８－９

一色大橋上り口県道沿ガードレール

124

浜郷第３ 伊勢市一色町１６８２

一色町公民館北側フェンス

125

浜郷第３ 伊勢市一色町１６３６

一色神社東側

126

宮本第１ 伊勢市藤里町６４８－２ 藤里町６４８－４
斉田保夫宅　西側柿畑

127

宮本第１ 伊勢市藤里町４８９－１

ＪA伊勢蓮台寺柿共同選果場前広場

128

宮本第１ 伊勢市藤里町１４６

奥野道宅向側

129

宮本第１ 伊勢市旭町３９６－４

宮本１号線旭橋東側空地

130

宮本第１ 伊勢市旭町３６５－２ 旭町麺房柿右衛門道路向い側ガ－ド
レール

131

宮本第１ 伊勢市旭町５３－５

市営住宅旭町団地東側畑

132

宮本第１ 伊勢市前山町３５５－４

宮本地区コミュニティセンター三角地

133

宮本第１ 伊勢市藤里町１－１７０ 伊勢市上水道ふじが丘
加圧ポンプ場南側空地

134

宮本第１ 伊勢市前山町１３８１－４ 市道宮本２号線　藤原商店作業場
　向側空地

135

宮本第２ 伊勢市大倉町１５５３－３７

うぐいす台１号公園西側フェンス

136

宮本第２ 伊勢市大倉町６９－４ 大倉町４５
岡田長平宅向側柿畑

137

宮本第２ 伊勢市佐八町２２８７ 佐八町２２８７
佐八小学校前フェンス

138

宮本第２ 伊勢市佐八町２１２９－１

佐八町公民館広場

139

宮本第２ 伊勢市津村町７６２－１ 市道宮本４号線津村新道
山下修宅東側畑

140
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宮本第２ 伊勢市津村町４８５－２

津村町公民館広場

141

豊浜第１ 伊勢市西豊浜町５４３６

丁塚古墳北公園西側

142

豊浜第１ 伊勢市西豊浜町１７７９ 西豊浜町１７７９
豊浜西小学校体育館西側フェンス

143

豊浜第１ 伊勢市西豊浜町７９－２

野依ふれあい公園入口付近

144

豊浜第１ 伊勢市西豊浜町７４６－１ 西豊浜町747-1
藤原長司(徹也)宅南側ブロック塀

145

豊浜第１ 伊勢市西豊浜町６０５２ 西豊浜町６０５３
大薮敏男宅横空地

146

豊浜第１ 伊勢市植山町４８６ 植山町４８６
植山町民会館南側フェンス

147

豊浜第１ 伊勢市磯町１０３３ 磯町
磯町資源ごみステーション西側空地

148

豊浜第２ 伊勢市東豊浜町３７８１

東豊浜魚市場西入口付近

149

豊浜第２ 伊勢市東豊浜町１１６１ 東豊浜町１１５９
北川健三宅東向側畑

150

豊浜第２ 伊勢市東豊浜町３７０６ 東豊浜町３６３６
中村　秋代氏所有地

151

豊浜第２ 伊勢市東豊浜町２９９ 東豊浜町２９９
豊浜東小学校　東側フェンス

152

豊浜第２ 伊勢市東豊浜町１４５

西条排水機場付近東側

153

豊浜第２ 伊勢市東豊浜町１４５１

西条公民館西側ブロック塀

154

豊浜第２ 伊勢市樫原町５９４ 樫原町５９４　森下守雄宅前
市道樫原堤線（堤防）沿ガードレール

155

豊浜第２ 伊勢市東豊浜町３２２４ 東豊浜町３２２４
河辺孝明宅西側ブロック塀

156

北浜第１ 伊勢市有滝町２３１０ 漁免道路入口
天白商店作業所東側空地

157

北浜第１ 伊勢市有滝町２９５９

旧有滝町バス停広場地蔵尊前

158

北浜第１ 伊勢市有滝町２６３８

有滝町民会館前

159

北浜第１ 伊勢市有滝町２６９３ 伊勢湾漁業協同組合　有滝支所
西側空地

160
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北浜第１ 伊勢市有滝町２１０３－８

ＪＡ伊勢北浜支店有滝西側空地

161

北浜第１ 伊勢市有滝町２０３４ 有滝町２０３４
廣山晶彦宅ブロック塀内側

162

北浜第１ 163

北浜第２ 伊勢市村松町４－３ 伊勢市役所北浜地区コミュニティセン
ター西側

164

北浜第２ 伊勢市村松町４０１１－１
村松町民会館前

165

北浜第２ 伊勢市村松町４４８ 仲由水産㈱入口西側
県道ガードレール

166

北浜第２ 伊勢市村松町４４７－１ 村松町１８８３－３
サンコーデンキ北浜店南側松林

167

北浜第２ 伊勢市村松町３８４２－３０

村松町舟神龍宮南側

168

北浜第２ 伊勢市村松町３１１８
亀池橋村松排水機場東側

169

北浜第２ 伊勢市村松町３２９２ 村松町３２９２
北浜小学校正門西側フェンス

170

北浜第３ 伊勢市東大淀町４１５９
東大淀口バス停西側　県道沿い

171

北浜第３ 伊勢市東大淀町３５１ 東大淀町３５１
東大淀小学校正門西側ブロック塀

172

北浜第３ 伊勢市東大淀町１８７－６ 東大淀町１８７
北村物産㈱工場東側畑

173

北浜第３ 伊勢市東大淀町４０９１－１ 村松町４０９１－１
戸上純夫宅北側

174

北浜第３ 伊勢市東大淀町３８６９－２

ＪＡ伊勢北浜支店東大淀給油所向側畑

175

北浜第３ 伊勢市柏町６２３－２

沢村啓治宅東側空地

176

北浜第３ 伊勢市柏町７６２－５

柏団地入口案内板西向側空地

177

北浜第３ 伊勢市東大淀町１０４－１ 東大淀町104-1
大忠食品（株）東側空地

178

城田第１ 伊勢市上地町１５０２

上地町公民館前

179

城田第１ 伊勢市上地町１５６１－２ 上地町１７０８－１
中村正己宅東側畑

180

未設置
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投票区名 所在地 設置場所 摘要

城田第１ 伊勢市上地町１５８１－３

上地町東組公民館西側畑

181

城田第１ 伊勢市上地町３８６５ 上地町３８６５
永井初己宅西側畑

182

城田第１ 伊勢市上地町２９３７

中久保湯田野公民館前

183

城田第１ 伊勢市上地町３３６１ 上地町（湯田野）３３６１
中井忠彦宅東側　畑

184

城田第１ 伊勢市上地町２５２５ 上地町２５２５（六軒屋）
吉澤一雄宅敷地内

185

城田第２ 伊勢市粟野町２１０１

県営住宅粟野団地東側

186

城田第２ 伊勢市粟野町１３８５－１

粟野農業研修センター北側

187

城田第２ 伊勢市中須町１８７ 中須町１２６７
中西正己宅北側空地

188

城田第２ 伊勢市中須町４０－１ 中須町４１
中西とも子宅向側空地

189

城田第２ 伊勢市中須町１０１５－４ 中須町７７１
世古口菊夫宅南側空地

190

城田第２ 伊勢市川端町６２ 川端町６２
倉井美郎宅西側空地

191

城田第２ 伊勢市川端町３０５－１ 川端町３１２
東建設東側道路沿

192

四郷第１ 伊勢市中村町１６８１－１

中村公園

193

四郷第１ 伊勢市中村町８４３－１ 中村町８４３
田辺太一宅東側畑

194

四郷第１ 伊勢市楠部町２６３－１１２ 五十鈴が丘団地東入口
第一開発㈱現地案内所西側空地

195

四郷第１ 伊勢市楠部町５１０－７４

近鉄五十鈴川駅前東側空地

196

四郷第１ 伊勢市楠部町３１５８２

緑ヶ丘団地　緑ヶ丘２号公園西側

197

四郷第１ 伊勢市楠部町１７１７－１３ 楠部町乙５８０
刀祢邦博宅西側空地

198

四郷第１ 伊勢市楠部町１０１０－２

四郷小学校東側道路残地

199

四郷第１ 伊勢市一宇田町７５２ 一宇田町７９１
坂口商店前畑

200

27



投票区名 所在地 設置場所 摘要

四郷第２ 伊勢市朝熊町１６７７－４ 朝熊町１９１１－１
スナック峰子駐車場東詰

201

四郷第２ 伊勢市朝熊町１５１０－４

新朝熊橋東側ガードレール

202

四郷第２ 伊勢市朝熊町１０６６－１ 朝熊町１０６６－１
大西冨美子宅西側

203

四郷第２ 伊勢市朝熊町１５４８

近鉄朝熊駅前ガード広場

204

四郷第２ 伊勢市朝熊町１０６９

横橋東側朝熊川沿ガードレール

205

四郷第２ 伊勢市朝熊町１６７７－１１

朝熊市民館東側フェンス

206

四郷第２ 伊勢市朝熊町２６６２－５ 朝熊町（大久保）
石田建設西側空地

207

四郷第２ 伊勢市朝熊町１７２４ 朝熊町２６０２－５１
東工業所西側空地

208

四郷第３ 伊勢市鹿海町１３０１－９ 鹿海町７０３
北島庄八宅　西側畑

209

四郷第３ 伊勢市鹿海町９９１

鹿海町公民館前

210

四郷第３ 伊勢市鹿海町３４３０－８３

伊勢・杜の宮内公園南側

211

四郷第３ 伊勢市鹿海町１７１－１ 鹿海町１７１－２
奥野昌美宅東側

212

四郷第３ 伊勢市鹿海町７４１ 鹿海町７２６－１
杉本彰宅東側田

213

沼木第１ 伊勢市上野町１８７－２ 上野町３２４－４（昭和苑入口付近）
巽四郎宅前畑

214

沼木第１ 伊勢市上野町３４７－１ 上野町サンパークタウン伊勢南
入口南側山林

215

沼木第１ 伊勢市上野町９７４－５ 上野町９７６－３
岡常生宅西側畑

216

沼木第１ 伊勢市上野町８７６－１ 上野町８７６－１
岡　収一宅前

217

沼木第１ 伊勢市上野町１２７６
上野町１２７６
岡　元保宅向側ガードレール 218

沼木第１ 伊勢市上野町１２８０ 上野町１２８０
岡　晃宅南側

219

沼木第１ 伊勢市上野町２８５７－１

ＪＡ伊勢葬祭センター前

220
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投票区名 所在地 設置場所 摘要

沼木第１ 伊勢市上野町１２１５－１ 伊勢市役所沼木地区コミュニティセンタ
－前

221

沼木第１ 伊勢市上野町３５１７ 上野町
上野第２公園西側

222

沼木第１ 伊勢市上野町１６１３ 上野町１６１３
山上有司宅前空地（三角地）

223

沼木第２ 伊勢市円座町１０４７－３
栄団地バス停前
（栄団地入口付近県道伊勢南島線沿
い）

224

沼木第２ 伊勢市円座町１５７０ 円座町１５７０
越賀定一宅横畑

225

沼木第２ 伊勢市円座町１２６６－２ 円座町１２６７
森本保一宅向側ブロック塀

226

沼木第２ 伊勢市神薗町１１０３

光徳寺前

227

沼木第２ 伊勢市神薗町１５７３ 神薗町１１２３
坂本幸弘宅前南側空地

228

沼木第３ 伊勢市横輪町１６９

横輪バス停横輪茶屋横空地

229

沼木第３ 伊勢市横輪町４２０
横輪橋東詰空地

230

沼木第３ 伊勢市横輪町７６０－１

横輪公民館前ガードレール

231

沼木第３ 伊勢市横輪町３１９ 横輪町２８５
桂林寺前空地

232

沼木第４ 伊勢市矢持町下村５２２

みどり保育園正門前向側

233

沼木第４ 伊勢市矢持町菖蒲１２９－４

矢持橋手前左側空地

234

沼木第４ 伊勢市矢持町上村３０１

上村バス停横

235

沼木第４ 伊勢市床木２７２－１

床ノ木三交バス停付近

236

二見第１ 伊勢市二見町松下２０２５

松下区会所前公園フェンス沿

237

二見第１ 伊勢市二見町松下５５３－１

松下所有地前

238

二見第１ 伊勢市二見町江５８９－１ 二見プラザ（二見シ－パラダイス）前
江信号機付近塀

239

二見第１ 伊勢市二見町江６９６

角谷冨美子宅塀

240
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投票区名 所在地 設置場所 摘要

二見第１ 伊勢市二見町江６８２－１７

宮路元美宅前塀

241

二見第２ 伊勢市二見町西１８５－３９

西団地バス停前（田）

242

二見第２ 伊勢市二見町西８６６

西コミュニティセンター

243

二見第２ 伊勢市二見町西８２８

薮木宏之宅前塀

244

二見第２ 伊勢市二見町西１０６８－１

中村興一宅前塀

245

二見第２ 伊勢市二見町今一色３

今一色小学校前フェンス

246

二見第２ 伊勢市二見町今一色１５５－６

大西清文宅前塀

247

二見第２ 伊勢市二見町今一色８７４－１９１

今一色バス停前

248

二見第３ 伊勢市二見町茶屋４２０－１

二見総合支所前

249

二見第３ 伊勢市二見町茶屋５３６－１

角谷俊明宅裏塀

250

二見第３ 伊勢市二見町茶屋１１１－１

二見生涯学習センター花壇

251

二見第３ 伊勢市二見町三津４１５－１

姫子松冱子宅北側畑

252

二見第３ 伊勢市二見町三津７６９

小山田雅　宅前塀

253

二見第３ 伊勢市二見町荘３７８－１５

福田悠子宅前塀

254

二見第３ 伊勢市二見町荘１２８７

出口博己宅前塀

255

二見第３ 伊勢市二見町荘２０６８－１

二見浦保育園前フェンス

256

二見第４ 伊勢市二見町山田原１７３

山田原公民館前

257

二見第４ 伊勢市二見町光の街１００４－４

光の街遊歩道付近

258

二見第４ 伊勢市二見町山田原１７９－２

山田原バス停付近畑

259

二見第４ 伊勢市二見町山田原４４１－２
畑中伸之宅前（市有地）

260
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投票区名 所在地 設置場所 摘要

二見第４ 伊勢市二見町溝口４０３

下村意和男宅前塀

261

二見第４ 伊勢市二見町溝口２２９－７

辻和宏宅塀

262

小俣第１ 伊勢市小俣町宮前２１０

松倉公園フェンス

263

小俣第１ 伊勢市小俣町宮前７８７－３

高畑公民館フェンス

264

小俣第１ 伊勢市小俣町宮前４３４－２

宮前公園フェンス

265

小俣第１ 伊勢市小俣町本町９４４

掛橋公園フェンス

266

小俣第１ 伊勢市小俣町本町１３３５－１

南本町公民館フェンス

267

小俣第１ 伊勢市小俣町本町２２０

大西学院横市有地

268

小俣第１ 伊勢市小俣町本町１－１

小俣幼稚園横フェンス

269

小俣第２ 伊勢市小俣町元町６６３－２

小俣小学校支所側フェンス

270

小俣第２ 伊勢市小俣町元町７６９

西田裕敏宅横市有地

271

小俣第２ 伊勢市小俣町元町４９２

栄児童公園

272

小俣第２ 伊勢市小俣町元町１０３７－８

元町ふれあい公園内駐輪場前

273

小俣第２ 伊勢市小俣町元町２０２－９

サークルＫ伊勢小俣店前フェンス

274

小俣第２ 伊勢市小俣町元町３８１

若山児童公園フェンス

275

小俣第２ 伊勢市小俣町元町１２８２－１

下小俣公民館フェンス

276

小俣第３ 伊勢市小俣町相合１６１

小俣浄化センターフェンス

277

小俣第３ 伊勢市小俣町相合４９３－１

新出公民館フェンス

278

小俣第３ 伊勢市小俣町相合７５０

小俣中学校体育館側フェンス

279

小俣第３ 伊勢市小俣町本町４４４

市立ゆりかご園フェンス

280
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投票区名 所在地 設置場所 摘要

小俣第３ 伊勢市小俣町本町７６８

上久保公園

281

小俣第３ 伊勢市小俣町相合９９７ 森多宅横ガードレール 282

小俣第４ 伊勢市小俣町相合８８８

六軒屋公園前フェンス

283

小俣第４ 伊勢市小俣町湯田８３

湯田水源地前フェンス

284

小俣第４ 伊勢市小俣町湯田５１４－３ 美和ロック㈱伊勢工場フェンス前ごみ集
積所フェンス

285

小俣第４ 伊勢市小俣町湯田５５３

湯田公民館前

286

小俣第４ 伊勢市小俣町新村１９－１

西新村公民館前

287

小俣第４ 伊勢市小俣町新村４２８－３

東新村公園前フェンス

288

小俣第４ 伊勢市小俣町明野１７５８

北岡良治宅前

289

小俣第５ 伊勢市小俣町明野１０５５－４

明野保健福祉会館フェンス

290

小俣第５ 伊勢市小俣町明野７１２

明野水源地前フェンス

291

小俣第５ 伊勢市小俣町明野１１８３

近鉄明野駅前駐車場フェンス

292

小俣第５ 伊勢市小俣町明野６８５－１

南伊勢職業能力開発促進センター

293

小俣第５ 伊勢市小俣町明野１４８１

明野高校農場フェンス

294

小俣第５ 伊勢市小俣町明野３９６

JA伊勢明野出張所横

295

小俣第５ 伊勢市小俣町明野４１８－１

明野北部公園フェンス

296

御薗第１ 伊勢市御薗町高向１０３１

新高児童公園

297

御薗第１ 伊勢市御薗町高向２０１８

松本薬品伊勢支店

298

御薗第１ 伊勢市御薗町高向６８６－１ 森真吾様方
(新高地区公民館前)

299

御薗第２ 伊勢市御薗町高向５７８

中山　昭様方（農地）

300

32



投票区名 所在地 設置場所 摘要

御薗第２ 伊勢市御薗町高向２５８９－１

高向公民館

301

御薗第２ 伊勢市御薗町高向４２３

佐々木淳様方

302

御薗第２ 伊勢市御薗町高向２１５６－１

高向西公園

303

御薗第３ 伊勢市御薗町長屋２７６７

ハートプラザみその

304

御薗第３ 伊勢市御薗町長屋１２２１

御薗総合支所

305

御薗第３ 伊勢市御薗町長屋１０７４－９

御薗小学校

306

御薗第３ 伊勢市御薗町長屋２１００ 伊勢みそのショッピングセンター駐車場
(梅田眼鏡裏)

307

御薗第３ 伊勢市御薗町王中島５９４ 王中島公民館 308

御薗第３ 伊勢市御薗町王中島８７

奥野志げ子様方

309

御薗第４ 伊勢市御薗町新開７７７

新開児童公園

310

御薗第４ 伊勢市御薗町上条１１７３－１

B&G海洋センター

311

御薗第４ 伊勢市御薗町上条８８

上條公民館

312

御薗第４ 伊勢市御薗町小林２３７５

小林児童公園

313
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伊勢市選挙管理委員会告示第 85号

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）の規定による直接請求、市町村の合併の特例

等に関する法律（平成 16年法律第 59号）の規定による合併協議会設置の請求及び地

方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）の規定による解職

請求に必要な選挙権を有する者の数は、次のとおりです。

平成 26年 12 月１日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一

記

１ 地方自治法第 74条第１項及び同法第 75条第１項並びに市町村の合併の特例等

に関する法律第４条第１項及び同法第５条第１項に規定する選挙権を有する者の

総数の 50分の１の数

2,154 人

２ 市町村の合併の特例等に関する法律第４条第 11 項、同法第５条第 15 項及び同

法第 61条第 11項に規定する選挙権を有する者の総数の６分の１の数

17,944 人

３ 地方自治法第 76条第１項、同法第 80 条第１項、同法第 81 条第１項及び同法第

86条第1項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定

する選挙権を有する者の総数の３分の１の数

35,888 人

（参考）永久選挙人名簿登録者総数 107,662 人
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伊勢市選挙管理委員会告示第86号

農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第11条において準用する公職選

挙法（昭和25年法律第100号）第101条の３第１項の規定により、平成26年11月30日執

行の伊勢市農業委員会委員選挙の当選人の報告があったので、同条第２項の規定によ

り下記のとおりその者の住所及び氏名を告示します。

平成26年12月1日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一

記

１ 伊勢市農業委員会委員選挙当選人

別紙当選人一覧表のとおり
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伊勢市農業委員会委員選挙当選人一覧表

第１選挙区（定数８人　当選人８人）

住　　　　　　所 氏　　　名

省略 山添　久憲

省略 小西　正史

省略 酌井　良明

省略 竹谷　一己

省略 泉　一嘉

省略 森　義孝

省略 杉浦　勝治

省略 畦地　幸善

第２選挙区（定数７人　当選人７人）

住　　　　　　所 氏　　　名

省略 田中　眞一

省略 坂本　武洋

省略 中山　銀

省略 森川　正弘

省略 中西　善夫

省略 出口　米雄

省略 久保　芳洋

第３選挙区（定数７人　当選人７人）

住　　　　　　所 氏　　　名

省略 中西　重喜

省略 垣　逸夫

省略 濱口　節生

省略 北村　安弘

省略 川井　増男

省略 屋　幸保

省略 荒木　利弘

第４選挙区（定数８人　当選人８人）

住　　　　　　所 氏　　　名

省略 田畑　春雄

省略 大西　正義

省略 奥野　隆史

省略 東浦　嘉明

省略 早川　繁一

省略 金子　峰生

省略 中川　英一

省略 大西　英生
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伊勢市選挙管理委員会告示第 87号

平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙における伊勢市開票区開票管理者及び

同職務代理者を、下記のとおり選任します。

平成 26 年 12 月２日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一

記

開 票 管 理 者 開票管理者の職務を代理すべき者

住 所 氏 名 住 所 氏 名

省略 西宮 晴一 省略 橋本 清美
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伊勢市選挙管理委員会告示第 88号

平成 26年 12 月 14 日執行の衆議院議員総選挙における開票立会人となるべき者の

くじを行う日時及び場所を、下記のとおり定めます。

平成 26 年 12 月２日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一

記

１ 日 時 平成 26年 12 月 11 日（木） 午後５時 30分

２ 場 所 伊勢市岩渕１丁目７番 29号

伊勢市役所東庁舎４階

伊勢市選挙管理委員会室
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伊勢市選挙管理委員会告示第 89号

平成 26年 12月 14日執行予定の衆議院議員総選挙における期日前投票所を、

下記のとおり設置します。

平成 26年 12月２日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一

記

１ 期日前投票期間 平成 26年 12月３日（水）から 12月 13日（土）まで
毎日午前８時 30分から午後８時まで

２ 場 所 伊勢市岩渕１丁目７番 29号
伊勢市役所東庁舎４階第３会議室
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伊勢市選挙管理委員会告示第 90号

平成 26年 12月 14日執行の衆議院比例代表選出議員選挙において、公職選挙法

（昭和 25年法律第 100号）第 49条の２第２項の規定により読み替えて適用される第

48条の２第１項の規定により、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う

期日前投票所を下記のとおり指定します。

平成 26年 12月２日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一

記

伊勢市岩渕１丁目７番 29号
伊勢市役所東庁舎４階第３会議室
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伊勢市選挙管理委員会告示第 91号

平成 26年 12 月 14 日執行予定の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管

理者及びこれを代理すべき者を、別紙のとおり選任します。

平成 26 年 12 月２日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一
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　　　　　　　　省略

　　　　　　　　省略

　　　　　　　　省略

　　　　　　　　省略

　　　　　　　　省略

　　　　　　　　省略
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　　　　　　　　省略
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伊勢市選挙管理委員会告示第 92号

平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙における投票管理者及び同職務代理者

を、別紙のとおり選任します。

平成 26 年 12 月２日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一

43



           

 　　　住　　　　　　　　所  氏　　名  住　　　　　　　　所  氏　　名 

 進　　修 省略 杉坂　行茂 省略 米本　武俊

 高 麗 広 省略 久田　浩之 省略 奥田　隆良

 修道第１ 省略 村山　彰 省略 近藤　知子

 修道第２ 省略 須﨑　充博 省略 中村　哲也

 明倫第１ 省略 富山　孝久 省略 岩崎　成児

 明倫第２ 省略 下村　浩司 省略 奥野　明宏

 有緝第１ 省略 河原田　充 省略 阿竹　信一

 有緝第２ 省略 前村　俊和 省略 大西　隆

 有緝第３ 省略 江原　博喜 省略 阿竹　美幸

 厚生第１ 省略 北村　勇二 省略 加藤　寿人

 厚生第２ 省略 成川　誠 省略 世古口　貴行

 厚生第３ 省略 北岡　茂子 省略 坂口　元美

 早　　修 省略 中村　稔 省略 増田　研一郎

 中島第１ 省略 藤原　孝彦 省略 小林　記子

 中島第２ 省略 中村　高弘 省略 伊藤　元樹

 中島第３ 省略 藤井　良輝 省略 大桑　和秀

 神　　社 省略 川端　松五 省略 日置　憲隆

 大　　湊 省略 堀　毅 省略 南　裕之

 浜郷第１ 省略 出口　昌司 省略 鎌田　茂樹

 浜郷第２ 省略 髙村　貞子 省略 濱口　新

 浜郷第３ 省略 西川　貴也 省略 酒德　芳正

 宮本第１ 省略 中村　富美 省略 井村　明弘

 宮本第２ 省略 森田　一成 省略 山本　真史

 豊浜第１ 省略 大西　要一 省略 奥野　覚

 豊浜第２ 省略 辻　浩利 省略 荒木　一彦

 北浜第１ 省略 大野　安道 省略 小林　正幸

 北浜第２ 省略 濱口　昌大 省略 日置　和宏

 北浜第３ 省略 沖塚　孝久 省略 森　大輔

 城田第１ 省略 中上　雅弘 省略 谷　晃

 城田第２ 省略 中村　功 省略 西井　清子

 四郷第１ 省略 田邉　隆美 省略 中内　悠介

 四郷第２ 省略 山川　哲史 省略 上田　淳一

 四郷第３ 省略 世古口　真弓 省略 豊田　典久

 沼木第１ 省略 鈴木　光代 省略 古布　理恵

 沼木第２ 省略 谷口　尚 省略 小林　進

 沼木第３ 省略 岡　康弘 省略 山口　徹

 沼木第４ 省略 古布　武 省略 谷口　久美

平成26年12月14日執行　衆議院議員総選挙投票管理者及び同職務代理者一覧表

投　票　管　理　者 投票管理者の職務を代理すべき者
投票区名

1
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 　　　住　　　　　　　　所  氏　　名  　　　住　　　　　　　　所  氏　　名 

二見第1 省略 江﨑　里美 省略 山本　佳典

二見第2 省略 大井戸　清人 省略 藪木　茂生

二見第3 省略 濱口　基久 省略 野中　孝彦

二見第4 省略 北岡　孝裕 省略 濱千代　雅章

小俣第1 省略 中西　正夫 省略 岡村　基司

小俣第2 省略 田中　正彦 省略 松田　和裕

小俣第3 省略 田端　幸孝 省略 中川　一雄

小俣第4 省略 中川　孝司 省略 八田　信

小俣第5 省略 椿　秀樹 省略 野中　久司

御薗第1 省略 中村　昌弘 省略 東浦　富美

御薗第2 省略 中居　渉 省略 前田　早苗

御薗第3 省略 松井　紀和 省略 林　歩

御薗第4 省略 堀畑　智男 省略 河村　賢次

投　票　管　理　者 投票管理者の職務を代理すべき者
投票区名

2
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伊勢市選挙管理委員会告示第 93号

平成 26年 12 月 14 日執行の最高裁判所裁判官国民審査における伊勢市開票区

の開票の日時を、下記のとおり定めます。

平成 26 年 12 月６日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一

記

日 時 平成 26 年 12 月 14 日（日） 午後９時 30 分
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伊勢市選挙管理委員会告示第 94号

平成 26年 12 月 14 日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される

最高裁判所裁判官の氏名及び最高裁判所の裁判官に任命された年月日の掲示場所は、

各投票所前と定めます。

平成 26 年 12 月６日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一
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伊勢市選挙管理委員会告示第 95号

平成26年12月14日執行の最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票用紙等の

交付場所を、下記のとおり定めます。

平成 26 年 12 月６日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一

記

交 付 場 所 伊勢市岩渕１丁目７番 29号

伊勢市役所東庁舎４階

伊勢市選挙管理委員会室
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伊勢市上下水道事業告示第 33 号

伊勢市下水道排水設備指定工事店規程（平成 17 年伊勢市上下水道事業管

理規程第２号）第３条第１項の規定により、伊勢市下水道排水設備指定工

事店を次のとおり指定しましたので、同規程第 13 条第１項の規定により告

示します。

平成 26 年 12 月１日

伊勢市長 鈴 木 健 一

指定

番号
工事店名 所 在 地 指定年月日

384 たかはま工務店
志摩市阿児町鵜方

441 番地 185
平成 26 年 11 月 28 日
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伊勢市上下水道事業告示第 34 号

流域関連公共下水道の供用を開始するので、下水道法(昭和 33 年法律第

79 号)第９条の規定に基づき、次のとおり告示します。

その関係図面は、平成 26 年 12 月 12 日から２週間、伊勢市上下水道部下

水道施設管理課窓口に備え置いて、一般の縦覧に供します。

平成 26 年 12 月 11 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 供用(下水の処理)を開始する年月日

平成 27 年１月１日

２ 供用(下水の処理)を開始する区域

浦口２丁目、浦口３丁目、常磐３丁目及び二俣１丁目の各一部

３ 供用を開始する排水施設の位置

縦覧に供する関係図面において表示します。

４ 当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場の位置及び名称

位置 伊勢市大湊町 1126 番地

名称 宮川浄化センター

５ 供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別

分流式
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伊勢市公告第 92 号

伊勢市障害者計画・第４期障害福祉計画を定めたいので、伊勢市政策意

見提出制度（パブリック・コメント制度）実施要綱（平成 17 年 11 月１日

施行）第５条第３項の規定により、次のとおり伊勢市障害者計画・第４期

障害福祉計画（案）を公表します。

なお、伊勢市障害者計画・第４期障害福祉計画（案）について、次に定

めるところにより伊勢市に意見を提出することができます。

平成 26 年 12 月１日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 公表する基準案

伊勢市障害者計画・第４期障害福祉計画（案）

案は省略し、次項に掲げる場所に備え置いて縦覧に供します。

２ 縦覧場所

(1) 健康福祉部高齢・障がい福祉課

(2) 総務部総務課

(3) 二見総合支所地域振興課

(4) 小俣総合支所地域振興課

(5) 御薗総合支所地域振興課

(6) 神社支所

(7) 大湊支所

(8) 宮本支所

(9) 浜郷支所
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(10) 豊浜支所

(11) 北浜支所

(12) 城田支所

(13) 四郷支所

(14) 沼木支所

(15) 伊勢市役所本館１階市民ホール

（16） 中央保健センター

（17） ハートプラザみその

(18) 伊勢市立伊勢図書館

(19) 伊勢市立小俣図書館

(20) 伊勢市生涯学習センター（いせトピア）

(21) 伊勢市二見生涯学習センター

（22） いせ市民活動センター

３ 縦覧期間

自 平成 26 年 12 月 15 日（月）

至 平成 27 年 1 月 14 日（水）

４ 意見の提出

(1) 意見を提出することができる者

ア 市内に住所を有する者

イ 市内に事務所又は事業所を有する者

ウ 市内に在する事務所又は事業所に勤務する者

エ 市内に在する学校に在学する者

オ 本市に対して納税義務を有する者

カ アからオまでに掲げるもののほか、政策意見提出制度に係る事案

に利害関係を有する者

(2) 意見の提出方法
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氏名、住所及び電話番号を明記の上、「伊勢市障害者計画・第４期障

害福祉計画（案）」に対する意見として、伊勢市健康福祉部高齢・障が

い福祉課に持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールで提出してくだ

さい。

[提出先]

伊勢市健康福祉部高齢・障がい福祉課 伊勢市役所東庁舎１階

郵送 〒516-8601

伊勢市岩渕１丁目７番 29 号 伊勢市役所 高齢・障がい福

祉課

ファクシミリ 0596-20-8555

電子メール kousyo@city.ise.mie.jp

(3) 意見の提出期限

平成 27 年 1 月 14 日（水）【必着】

(4) 問い合わせ先

伊勢市健康福祉部高齢・障がい福祉課 電話 0596-21-5575
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伊勢市公告第 93 号

農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 18 条第１項の規

定により、次のように農用地利用集積計画を定めましたので、同法第 19

条の規定により公告します。

平成 26 年 12 月１日

伊勢市長 鈴 木 健 一

「次」は省略し、その関係書類を伊勢市産業観光部農林水産課に備え置

いて縦覧に供します。
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伊勢市公告第 94 号

公 示 送 達

下記の者の平成 26 年度軽自動車税督促状は、住所、居所等が不明のた

め送達することができないので、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第

20 条の２の規定により公示送達をします。

なお、当該書類は、総務部収税課に保管してありますから、来庁の上、

受領してください。

平成 26 年 12 月５日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記

氏 名 住 所

省略 省略

省略 省略

省略 省略

省略 省略

省略 省略

省略 省略
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伊勢市公告第 95 号

伊勢市子ども・子育て支援事業計画を策定したいので、伊勢市政策意見

提出制度（パブリック・コメント制度）実施要綱（平成 17 年 11 月１日施

行）第５条第３項の規定により、次のとおり伊勢市子ども・子育て支援事

業計画（案）を公表します。

なお、伊勢市子ども・子育て支援事業計画（案）について、次に定める

ところにより伊勢市に意見を提出することができます。

平成 26 年 12 月５日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 公表する計画案

伊勢市子ども・子育て支援事業計画（案）

案は省略し、次項に掲げる場所に備え置いて縦覧に供します。

２ 縦覧場所

(1) 健康福祉部こども課

（2） 教育委員会事務局教育総務課

(3) 総務部総務課

(4) 二見総合支所地域振興課

(5) 小俣総合支所地域振興課

(6) 御薗総合支所地域振興課

(7) 神社支所

(8) 大湊支所

(9) 宮本支所
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(10) 浜郷支所

(11) 豊浜支所

(12) 北浜支所

(13) 城田支所

(14) 四郷支所

(15) 沼木支所

(16) 伊勢市役所本館１階市民ホール

(17) 伊勢市立伊勢図書館

(18) 伊勢市立小俣図書館

(19) 伊勢市生涯学習センター（いせトピア）

(20) 伊勢市二見生涯学習センター

(21) いせ市民活動センター

３ 縦覧期間

自 平成 26 年 12 月 15 日（月）

至 平成 27 年１月 14 日（水）

４ 意見の提出

(1) 意見を提出することができる者

ア 市内に住所を有する者

イ 市内に事務所又は事業所を有する者

ウ 市内に在する事務所又は事業所に勤務する者

エ 市内に在する学校に在学する者

オ 本市に対して納税義務を有する者

カ アからオまでに掲げるもののほか、政策意見提出制度に係る事案

に利害関係を有する者

(2) 意見の提出方法

氏名及び住所を明記の上、「伊勢市子ども・子育て支援事業計画（案）」
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に対する意見として、伊勢市健康福祉部こども課に持参、郵送、ファ

クシミリ又は電子メールで提出してください。

[提出先]

伊勢市健康福祉部こども課 伊勢市役所東庁舎２階

郵送 〒516-8601

伊勢市岩渕１丁目７番 29 号 伊勢市役所 こども課

ファクシミリ 0596-21-5555

電子メール kodomo@city.ise.mie.jp

(3) 意見の提出期限

平成 27 年１月 14 日（水）【必着】

(4) 問い合わせ先

伊勢市健康福祉部こども課 電話 0596-21-5561
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伊勢市公告第 96 号

第２期伊勢市環境基本計画を定めたいので、伊勢市政策意見提出制度

（パブリック・コメント制度）実施要綱（平成 17 年 11 月１日施行）第５

条第３項の規定により、次のとおり第２期伊勢市環境基本計画（案）を公

表します。

なお、第２期伊勢市環境基本計画（案）について、次に定めるところに

より伊勢市に意見を提出することができます。

平成 26 年 12 月８日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 公表する計画案

第２期伊勢市環境基本計画（案）

案は省略し、次項に掲げる場所に備え置いて縦覧に供します。

２ 縦覧場所

(1) 環境生活部環境課

(2) 総務部総務課

(3) 二見総合支所地域振興課

(4) 小俣総合支所地域振興課

(5) 御薗総合支所地域振興課

(6) 神社支所

(7) 大湊支所

(8) 宮本支所

(9) 浜郷支所
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(10) 豊浜支所

(11) 北浜支所

(12) 城田支所

(13) 四郷支所

(14) 沼木支所

(15) 伊勢市役所本館１階市民ホール

(16) 伊勢市立伊勢図書館

(17) 伊勢市立小俣図書館

(18) 伊勢市生涯学習センター（いせトピア）

(19) 伊勢市二見生涯学習センター

(20) いせ市民活動センター

３ 縦覧期間

自 平成 26 年 12 月 10 日（水）

至 平成 27 年１月９日（金）

４ 意見の提出

(1) 意見を提出することができるもの

ア 市内に住所を有する者

イ 市内に事務所又は事業所を有する者

ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

エ 市内に存する学校に在学する者

オ 本市に対して納税義務を有する者

カ アからオまでに掲げるもののほか、政策意見提出制度に係る事案

に利害関係を有する者

(2) 意見の提出方法

氏名及び住所を明記の上、「第２期伊勢市環境基本計画（案）」に対

する意見として伊勢市環境生活部環境課へ持参、郵送、ファクシミリ
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又は電子メールで提出してください。

〔提出先〕

伊勢市環境生活部環境課 伊勢市役所東庁舎２階

郵送 〒516-8601

伊勢市岩淵１丁目７番 29 号 伊勢市役所 環境課

ファクシミリ 0596-21-5522

電子メール kankyo@city.ise.mie.jp

(3) 意見の提出期限

平成 27 年１月９日（金）【必着】

(4) 問い合わせ先

伊勢市環境生活部環境課 電話 0596-21-5540
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伊勢市公告第 97 号

伊勢市第７次老人福祉計画・第６期介護保険事業計画を定めたいので、

伊勢市政策意見提出制度（パブリック・コメント制度）実施要綱（平成 17

年 11 月１日施行）第５条第３項の規定により、次のとおり伊勢市第７次

老人福祉計画・第６期介護保険事業計画（案）を公表します。

なお、伊勢市第７次老人福祉計画・第６期介護保険事業計画（案）につ

いて、次に定めるところにより伊勢市に意見を提出することができます。

平成 26 年 12 月９日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 公表する基準案

伊勢市第７次老人福祉計画・第６期介護保険事業計画（案）

案は省略し、次項に掲げる場所に備え置いて縦覧に供します。

２ 縦覧場所

(1) 健康福祉部介護保険課

(2) 総務部総務課

(3) 二見総合支所地域振興課

(4) 小俣総合支所地域振興課

(5) 御薗総合支所地域振興課

(6) 神社支所

(7) 大湊支所

(8) 宮本支所

(9) 浜郷支所
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(10) 豊浜支所

(11) 北浜支所

(12) 城田支所

(13) 四郷支所

(14) 沼木支所

(15) 伊勢市役所本館１階市民ホール

(16) 中央保健センター

（17） ハートプラザみその

(18) 伊勢市立伊勢図書館

(19) 伊勢市立小俣図書館

(20) 伊勢市生涯学習センター（いせトピア）

(21) 伊勢市二見生涯学習センター

（22） いせ市民活動センター

３ 縦覧期間

自 平成 26 年 12 月 15 日（月）

至 平成 27 年 １月 14 日（水）

４ 意見の提出

(1) 意見を提出することができる者

ア 市内に住所を有する者

イ 市内に事務所又は事業所を有する者

ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

エ 市内に存する学校に在学する者

オ 本市に対して納税義務を有する者

カ アからオまでに掲げるもののほか、政策意見提出制度に係る事案

に利害関係を有する者

(2) 意見の提出方法
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氏名、住所及び電話番号を明記の上、「伊勢市第７次老人福祉計画・

第６期介護保険事業計画（案）」に対する意見として、伊勢市健康福祉

部介護保険課に持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールで提出して

ください。

[提出先]

伊勢市健康福祉部介護保険課 伊勢市役所東庁舎１階

郵送 〒516-8601

伊勢市岩渕１丁目７番 29 号 伊勢市役所 介護保険課

ファクシミリ 0596-20-8555

電子メール kaigo@city.ise.mie.jp

(3) 意見の提出期限

平成 27 年１月 14 日（水）【必着】

(4) 問い合わせ先

伊勢市健康福祉部介護保険課 電話 0596-21-5560
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伊勢市公告第 98 号

伊勢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例等を制定したいので、伊勢市政策意見提出制度（パブリック・コメント

制度）実施要綱（平成 17 年 11 月１日施行）第５条第３項の規定により、

次のとおり伊勢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例（仮称）等の骨子案を公表します。

なお、伊勢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例（仮称）等の骨子案について、次に定めるところにより伊勢市に

意見を提出することができます。

平成 26 年 12 月９日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 公表する骨子案

（1） 伊勢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例（仮称）骨子案

（2） 伊勢市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準

を定める条例（仮称）骨子案

案は省略し、次項に掲げる場所に備え置いて縦覧に供します。

２ 縦覧場所
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(1) 健康福祉部介護保険課

(2) 総務部総務課

(3) 二見総合支所地域振興課

(4) 小俣総合支所地域振興課

(5) 御薗総合支所地域振興課

(6) 神社支所

(7) 大湊支所

(8) 宮本支所

(9) 浜郷支所

(10) 豊浜支所

(11) 北浜支所

(12) 城田支所

(13) 四郷支所

(14) 沼木支所

(15) 伊勢市役所本館１階市民ホール

(16) 伊勢市立伊勢図書館

(17) 伊勢市立小俣図書館

(18) 伊勢市生涯学習センター（いせトピア）

(19) 伊勢市二見生涯学習センター

(20) いせ市民活動センター

３ 縦覧期間

自 平成 26 年 12 月 15 日（月）

至 平成 27 年１月 14 日（水）

４ 意見の提出

(1) 意見を提出することができるもの

ア 市内に住所を有する者
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イ 市内に事務所又は事業所を有する者

ウ 市内に在する事務所又は事業所に勤務する者

エ 市内に在する学校に在学する者

オ 本市に対して納税義務を有する者

カ アからオまでに掲げるもののほか、政策意見提出制度に係る事案

に利害関係を有する者

(2) 意見の提出方法

氏名、住所及び電話番号を明記の上、「伊勢市指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（仮称）等の骨子案」

に対する意見として、伊勢市健康福祉部介護保険課に持参、郵送、フ

ァクシミリ又は電子メールで提出してください。

[提出先]

伊勢市健康福祉部介護保険課 伊勢市役所東庁舎１階

郵送 〒516-8601

伊勢市岩渕１丁目７番 29 号 伊勢市役所 介護保険課

ファクシミリ 0596－20－8555

電子メール kaigo@city.ise.mie.jp

(3) 意見の提出期限

平成 27 年 1 月 14 日（水）【必着】

(4) 問い合わせ先

伊勢市健康福祉部介護保険課 電話 0596-21-5560
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伊勢市公告第 99 号

公売公告兼見積価額公告

下記により差押財産を公売するので、国税徴収法（昭和 34 年法律第 147 号）第

95 条及び第 99 条の規定により公告します。

なお、この公売財産の換価代金について配当を受けることができる質権、抵当

権、先取特権、留置権等の権利を有する者は、売却決定をする日の前日までに債

権現在額申立書（伊勢市総務部収税課に用意してあります。）によりその内容を

申し出てください。

平成 26 年 12 月 12 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記

公 売 財 産 別紙「公売財産概要書」のとおり

公 売 方 法 期間入札

公売の

日 時

公売参加
申込期間

平成 27 年１月７日 13 時 00 分から

平成 27 年１月 23 日 23 時 00 分まで

入札期間
平成 27 年１月 30 日 13 時 00 分から

平成 27 年２月６日 13 時 00 分まで

公 売 の 場 所
ヤフー株式会社が提供する公売に関するインターネットオ

ークションシステム上

売却決定の日時 平成 27 年２月 13 日 13 時 30 分

売却決定の場所 伊勢市総務部収税課

買受代金の納付の

期 限
平成 27 年２月 13 日 14 時 30 分まで

買 受 人 の 資 格

そ の 他 の 要 件
国税徴収法第 92 条及び第 108 条に該当する者を除きます。

見 積 価 額 1,940,000 円

公 売 保 証 金 200,000 円

そ の 他 「伊勢市インターネット公売ガイドライン」を参照のこと。

(注) 次順位買受申込者制度が適用され、次順位買受申込者に売却決定をする場

合には、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が異なることがあります。
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公 売 財 産 概 要 書

売 却
区 分
番 号

S26-2

公

売

財

産

の

表

示

（土地の表示）

所 在 伊勢市上野町字北雨淵

地 番 355 番 47

地 目 宅地

地 積 200.44 ㎡

見 積

価 額
1,940,000 円

公 売
保 証
金

200,000 円

公

売

条

件

等

１ 地目・地積は登記簿による。

２ 境界については、隣接土地所有者と協議すること。

３ 公売財産は、平成 26 年８月１日現在、宅地として利用され

ている。

４ 公売財産は北側で道路(幅員約５ｍ・舗装)にほぼ等高に接面

する。

５ 隣接地の状態は、東側、西側は戸建住宅、南側は山林、原野

である。

６ 都市計画区域外

７ 間口約 15ｍ、奥行約 13ｍのほぼ長方形の雑種地である。

８ 間口のうち、道路に接面する部分は北東側の約６ｍである。

９ 画地のうち、南側から南西側にかけての約４割程度は崖地及

び傾斜地となっており、道路との高低差は約 2.5ｍになる。

10 消費税及び地方消費税については非課税財産である。
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伊勢市上下水道事業公告第７号

伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例（平成 17 年伊勢市条例第

177 号）第５条の規定により、次のとおり公共下水道事業受益者負担金の

平成 27 年度賦課対象区域を定めたので公告します。

平成 26 年 12 月 12 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

平成 27 年度賦課対象区域

１ いせ第２負担区

船江４丁目及び宮町１丁目の各一部

２ いせ第３負担区

船江２丁目、船江３丁目、大世古３丁目、大世古４丁目、一之木３丁

目、一之木４丁目、宮町１丁目、常磐２丁目、常磐３丁目、浦口１丁

目、浦口２丁目、浦口３丁目、二俣１丁目、辻久留１丁目、宮川２丁

目、小木町、田尻町及び勢田町の各一部

３ いせ第４負担区

小木町及び勢田町の一部
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伊勢市監査委員公表第 6号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 1項、第 4項の規定に

基づき、平成 26 年度の定期監査を実施したので、同条第 9項の規定により、

次のとおり監査結果を公表します。

平成 26 年 12 月 2 日

伊勢市監査委員 畑 芳 嗣

伊勢市監査委員 浦 野 卓 久

伊勢市監査委員 吉 岡 勝 裕
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平 成 ２６ 年 度

定期監査結果等報告書（前期）

伊 勢 市 監 査 委 員
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定期監査

１ 実施期間及び対象箇所 （平成26年10月14日から平成26年11月7日まで）

２ 定期監査の対象事務

平成26年度（4月から9月まで。ただし、必要がある場合は対象以外にも及ぶ）における予算の執

行、財産の管理等について、地方自治法第199条第1項、第4項の規定に基づく定期監査を実施した。

なお、行政監査の視点に立った監査も併せて行った。

３ 監査を実施した監査委員

畑 芳 嗣（識見監査委員）

浦 野 卓 久（識見監査委員）

吉 岡 勝 裕（議選監査委員）

４ 監査の方法

本年度実施した定期監査は、事前に提出された資料に基づき、監査委員が各所属長等から所管業務

などの説明を受け、質疑応答方式により実施した。

また、関係諸帳簿、証書類等の試査・照合等の調査を事務局職員が行った。

更に、工事については抽出し、現場において説明を受けた。

５ 監査の主眼

実施年月日 対 象 箇 所

平成 26 年 10 月 14 日 沼木支所 四郷支所 神社支所

平成 26 年 10 月 15 日 検査室 広報広聴課 企画調整課

平成 26 年 10 月 20 日 高齢・障がい福祉課 会計課

平成 26 年 10 月 21 日 情報調査室 財政課 秘書課 危機管理課 防災施設整備課

平成 26 年 10 月 23 日 総務課 職員課 管財契約課 課税課

平成 26 年 10 月 24 日 収税課 債権回収対策室 議会事務局 監査委員事務局

平成 26 年 10 月 27 日 市立伊勢総合病院

平成 26 年 10 月 28 日 市民交流課 戸籍住民課 人権政策課 清掃課 選挙管理委員会事務局

平成 26 年 10 月 29 日 環境課 福祉総務課 こども課 介護保険課

平成 26 年 10 月 30 日 生活支援課 医療保険課

平成 26 年 11 月 4 日 商工労政課 産業支援課 観光企画課 観光事業課

平成 26 年 11 月 5 日 御薗地域振興課 御薗生活福祉課 農林水産課 農業委員会事務局

平成 26 年 11 月 6 日 保育所あけぼの園 保育所しらとり園 保育所ゆりかご園 浜郷保育所

平成 26 年 11 月 7 日 産業観光部現地視察 健康課
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予算の執行に関しては、収入の確保が適正に行われているか、支出は効果的に行われているか、違

法、不当な会計処理がなされていないかなどのほか、公有財産、物品、その他財産の取得、管理、処

分及び契約、検収の事務が、それぞれ適正に行われているか、各所属長管理となっている前渡資金、

つり銭等現金の出納及び保管は適正になされているか、補助金等の効果は十分発揮されているか、ま

た、前年度の指摘事項、意見については適切に対応されているかなどを主眼として実施した。

６ 監査の結果

本年度上半期においては、所管する事務事業の執行にあたっては施策方針に沿いながら、歳入につ

いては市税をはじめとする自主財源の確保に努め、歳出については経常経費の抑制を図りつつ、財政

運営の健全化に努力され、おおむね所期の成果を挙げられたものと認めるものである。

監査結果については次に述べるとおりであるが、監査時に気づいた簡易な事項については、その都

度口頭で指摘し、改善を必要とする項目については、積極的に対応するよう指示した。

（全般的共通事項）

（１）事務事業においては進捗状況を確認し、予算の執行については、関係諸帳簿、証書類等を確認し

たところ、一部に不備が見受けられたので、その場において改善するよう指示したところであるが、

それ以外は、おおむね良好に処理がなされていると認めるところである。

今後とも市民の求めるニーズを的確に把握し、最少の経費で最大の効果を挙げられるよう期待す

るものである。

（２）公法上の債権及び私法上の債権にかかる滞納の発生は、財源の確保と市民の負担の公平性・公正

性の確保の観点から懸念するところである。

厳しい経済情勢の中で従事する職員の労苦を理解するものであるが、歳入確保は財政上の喫緊な

課題となっていることから、市全体の問題として、更に有効な未収金対策に取り組まれるよう望む

ものである。

（３）補助金等事務補助団体の経理事務を規約等に基づき各所属で担当しているものについて、一部不

適切な取り扱いが見受けられたので、適正な事務をされたい。。

また、補助金交付については、補助金交付の適否(公益性、必要性、目的、効果)を検証するとと
もに実績報告の審査にあたっては、補助金等交付規則を遵守し、一層厳正に精査されたい。

（４）時間外勤務については、職員の人件費削減に鋭意取り組まれているところであるが、時間外勤務

が増えており、その実績がでていない。今後の業務見直し、仕事の配分等を考え、削減をされたい。

管理職員におかれては、時間外業務が特定の職員に負担がかかることのないよう事務分担の平準

化をされたい。

（５）文書事務については、簿冊登録をしていない、鉛筆書き、決裁印漏れ、発送（施行）日漏れ、訂

正の押印漏れ、決裁区分、保存期間の間違いなどが散見された。更に、公文書にもかかわらず簡易

決裁で処理されているものが散見された。

文書事務は、行政活動の基本的な手段であり、また、情報公開条例に基づく開示請求の対象にな
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ることから、職員一人ひとりが、文書管理規程、公文例規程、事務決裁規程などを再度熟読し基本

的な知識を身につけ、適正な事務をされたい。

（６）研修会、会議等において、復命書や結果報告書の提出がないもの、資料の添付がないもの、鉛筆

書きのメモがそのまま残されているものが散見された。体感して得た知識や調査対象者のニーズな

どの記録は、新事業の創造や既存事業の見直しに貴重な資料として役立つものと思われるため、適

正な事務処理をされたい。

（７）領収書において、書損であるにもかかわらず書損処理をしていないものが見受けられた。領収書

の取扱いについては、適正な公金の取扱いを担保する上で、厳格な管理取扱いが必要なことであり、

また、不正防止及び事務の効率の観点から年度表示や連番管理をするなど適正な事務処理をされた

い。

（各課･室に関する事項）

検 査 室

財務に関する事務の執行等については、おおむね良好に処理が行われていると認められた。

なお、指摘事項及び意見については特に認められなかった。

総 務 部

総務課 職員課 管財契約課 課税課 収税課 債権回収対策室

財務に関する事務の執行等については、おおむね良好に処理が行われていると認められた。

なお、指摘事項及び意見については、次に述べるとおりである。

【職員課】

意見

（１）定員管理計画の実施期間が終了し、職員数は目標数を上回り削減された。職員数減少による影響

から時間外勤務時間数の増加、年次有給休暇の取得日数の減少等、職員一人ひとりに対する業務負

担が大きくなっていると考えられるため、現状の業務量と定員数について検証を行い、効率的な業

務を行うことができる対応を望むものである。

【管財契約課】

指摘事項

（１）各部局における契約事務において、シルバー人材センターへの特命随意契約が地方自治法施行

令第167条の2第1項第2号を適用しているのは不適切である。これは平成16年11月10日付けの

地方自治法施行令の改正に対応した規則の整備がなされていないことが原因と考えられるため、早急

に規則を整備し適正な処理ができる体制を整えられたい。
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意見

（１）高額な物品調達の場合は、常にリースか現金一括払いかどちらが有利な方法かを検討されたい。

（２）各部局における清掃や除草の契約において、時間単価で契約しているものが見受けられるため、

業務の履行を担保とした契約に改めるよう指導徹底を望むものである。

【収税課】

指摘事項

（１）課長の復命書が課長決裁として処理されているものが見受けられるため、事務決裁規程に基づき、

適正な事務処理をされたい。

（２）滞納整理のための県外出張の復命書が作成されていないため、職員服務規程に基づき適正な事務

処理をされたい。

意見

（１）市税収納状況については、滞納処分の強化、三重県個人住民税特別滞納整理班への職員派遣等に

より、収納率が昨年度同月比1.0ポイントの増加となった。職員一同が収入未済額の縮減に努めら

れたことを評価するものである。今後とも債権回収対策室等と連携を密にし、滞納処分の強化を図

り、職員の専門的知識の向上に努められ、滞納者の実状を把握した上で、効果的な滞納整理策を積

極的に進められたい。また、現行のコンビニ収納や口座振替の利用促進に向けての広報等を行い更

なる周知に努めるとともに、クレジット納付等の新たな収納方法の研究を行い、自主納付・納期内

納付の推進に努められたい。

危 機 管 理 部

危機管理課 防災施設整備課

財務に関する事務の執行等については、おおむね良好に処理が行われていると認められた。

なお、指摘事項及び意見については、特に認められなかった。

情 報 戦 略 局

秘書課 情報調査室 企画調整課 財政課 広報広聴課

財務に関する事務の執行等については、おおむね良好に処理が行われていると認められた。

なお、指摘事項及び意見については、次に述べるとおりである。

【秘書課】

指摘事項

（１）時間外勤務については、25年度末に臨時職員が退職し、嘱託職員の雇用が5月となったことか

ら、接客の多い時期であり、市長・副市長の日程調整を含め、通常勤務時間内に事務作業を処理で
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きなかったこと、行啓のため関係機関との調整や準備などにより、昨年度同時期と比較すると2.3

倍となっている。今後の業務見直し、仕事の配分等を考え、時間外勤務を削減されたい。

管理職員におかれては、時間外業務が特定の職員に負担がかかることのないよう事務分担を平準

化されたい。

【企画調整課】

指摘事項

（１）供覧案件をすべて簡易決裁で処理されている簿冊が見受けられたため、文書管理規程に基づき適

正な事務処理をされたい。

（２）領収書の書損処理が多く見受けられた。領収書の取扱いについては、適正な公金の取扱いを担保

する上で、厳格な管理取扱いが必要なことであり、また、不正防止及び事務の効率化の観点から年

度表示や連番管理をするなど適正な事務処理をされたい。

【広報広聴課】

意見

（１）ふれあい出前トークについては広報いせやホームページでの紹介などで周知を図っているが、平

成24年度が2回、平成25年度が4回、当年度も9月までで3回と実施回数が少ないと思われる。

本事業は、直接市民へ市の施策や事業を紹介できる有効な機会であるため、事業の更なる周知に努

め利用促進を図られたい。

環 境 生 活 部

市民交流課 戸籍住民課 人権政策課 環境課 清掃課

財務に関する事務の執行等については、おおむね良好に処理が行われていると認められた。

なお、指摘事項及び意見については、次に述べるとおりである。

【市民交流課】

指摘事項

（１）事務補助団体の経理において、現金の長期保管や立替払いなど不適切な処理が見受けられた。盗

難の危惧もあり、公務として事務局を担っていることから、公金に準じた事務処理をされたい。

（２）時間外勤務については、地域づくり団体全国研修交流会分科会開催、伊勢まつりの新たな業務と

して警備・消防計画の作成、また、地区みらい会議の説明会等が重なり、昨年度同時期と比較する

と1.8倍となっている。今後の業務の見直し、仕事の配分等を考え、時間外勤務を削減されたい。

管理職員におかれては、時間外業務が特定の職員に負担がかかることのないよう事務分担を平準

化されたい。

【戸籍住民課（各支所を含む）】

指摘事項

（１）支所の文書管理等において、誰が決裁権者か分からない起案文書、起案文書が違う簿冊に綴じら

れているもの、領収書の書損処理が適正でないもの、納付書の管理方法に不備があるものが見受け
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られたため、適正な事務処理をされたい。

意見

（１）来年1月から戸籍住民関係窓口業務等を民間業者に委託するが、個人情報の保護については業者

と保護策を充分に協議し、情報漏えいに対する細心の注意を払い、業務に遺漏のないように取り組

まれることを強く望むものである。また、業務委託による効果が充分発揮されることを期待するも

のである。

【人権政策課】

指摘事項

（１）人権啓発活動推進事業の文書において、収受印や施行日漏れ、決裁、供覧案件を簡易決裁で処理

しているものが見受けられたため、文書管理規程に基づき適正な事務処理をされたい。

【環境課】

指摘事項

（１）事務補助団体の経理において、立替払いの領収書の宛名に立替者の名前が記載されず、団体名が

記載されている。立替払いの事実確認ができない不適切な支出とも思われることから、立替払いの

領収書にはその事実が確認できるように適切な事務処理をされたい。

意見

（１）市営墓地管理手数料滞納繰越分の回収については、催告書の送付や訪問徴収など努力されている

ところであるが、滞納額の解消に向けての意識が職員間の共通意識とされ、より一層の効果的な滞

納整理業務に取り組まれるよう望むものである。

（２）市営墓地については、業務の合理化や経済性を考慮に入れ、民間に管理業務を委託するなど管理

方法を検討されることを望むものである。

【清掃課】

意見

（１）収集車の走行速度が時々速いのを見かけるが、交通事故の原因に直結するため、再度、公用車の

安全運転の励行に努めるよう職員に注意喚起されたい。

健 康 福 祉 部

健康課 医療保険課 介護保険課 生活支援課 福祉総務課 こども課 高齢・障がい福祉課

財務に関する事務の執行等及び所管施設の管理状況については、おおむね良好に処理が行われている

と認められた。

なお、指摘事項及び意見については、次に述べるとおりである。

【健康課】

意見
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（１）介護予防係は8名の職員配置で、現在3名の職員が育児休暇中である。係の仕事の分担を見直し

て対応しているが、特定の職員に業務が偏ることのないよう業務分担の平準化に努められたい。

（２）来年4月からまちづくり協議会が全市域において立ち上がり、今まで以上に大規模な祭事や避難

訓練の開催等が想定されることから、事故防止の観点から、ＡＥＤの無料貸出しができることの更

なる周知をされたい。

【医療保険課】

指摘事項

（１） 起案文書が違う簿冊に綴じられているもの、字句等の訂正を修正液で行っているものなど不適

正な事務処理が見受けられたため、適正な事務処理をされたい。

意見

（１）国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納整理については、債権回収対策室のほか同課題

を抱える部署と連携を図り、徴収一元化に取り組むなど業務改善に努められているが、更に効果的

な回収策を職員間の共通認識として研究し、回収率の向上に努力を願うものである。

【介護保険課】

指摘事項

（１）認定調査委員現任者研修会に参加した嘱託員の復命書が作成されていないものがあるため、職員

服務規程に基づき適正な事務処理をされたい。

（２）介護用品支給事業において、利用券交付の可否を決定する決裁がなく、また交付決定通知及び不

交付決定通知の宛名は対象者を記載し、署名者は市長とすべき案件であるため、適正な事務処理を

されたい。

意見

（１）介護保険料の滞納整理については、債権回収対策室のほか同課題を抱える部署と連携を図り、徴

収一元化に取り組むなど業務改善に努められているが、更に効果的な回収策を職員間の共通認識と

して研究し、回収率の向上に努力を願うものである。

（２）職員数が増員されているにもかかわらず、時間外勤務が増加しており、その成果がでていない。

今後の業務の見直し、仕事の配分等を考え、時間外勤務の削減に努められたい。

【生活支援課】

指摘事項

（１）領収書において、未記載であるにも関わらず書損となっているものが多数見受けられた。領収書

の取扱いについては、適正な公金の取扱いを担保する上で、厳格な管理取扱いが必要なことであり、

また、不正防止及び事務の効率の観点から年度表示や連番管理をするなど適正な事務処理をされた

い。
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（２）長期間使用していない葉書が90枚ある。予算の効率的な執行をされたい。

（３） 経理状況報告書に、提出先が明記されていないものや根拠となる通知等が確認できなかったも

のが散見されたため、適正な事務処理をされたい。

（４）査察指導簿において、字句の訂正を修正液で行っているものや、復命書において、復命書のカガ

ミが添付されていないもの、不適切な内容が記載されているものが見受けられたため、適正な事務

処理をされたい。

意見

（１） 高齢化や雇用情勢の悪化等により、全国的に生活保護受給世帯が増加傾向にあると言われてい

る。しかし、当市においては当年度は増加していない現状である。生活保護受給者の自立・就労支

援について関係機関とも連携を図りながら就労指導等を積極的に推進されることを望むものであ

る。

【福祉総務課】

指摘事項

（１）事務補助団体の経理において、伝票と現金出納簿及び通帳との不一致、費用弁償の算出根拠が不

明確なもの、団体名と口座名義が相違しているものなど不適切な処理が数多く見受けられた。事務

補助団体とはいえ公務として事務局を担っていることから、公金に準じた事務処理をされたい。

【こども課（各保育所を含む）】

指摘事項

（１）給食材料の契約単価において、同材料で同業者であっても単価が異なっている事案が見受けられ

た。価格の妥当性について検討されたい。

（２）保育所の主食費において、通帳の出金日と領収日に相違があるものや、口座が開設されないまま

所内での長期間にわたる現金の保管が見受けられた。盗難の危惧もあるため、適正な事務処理をさ

れたい。

意見

（１）保育料の収入未済額については、滞納理由を十分精査し、きめ細やかに対応するとともに悪質な

滞納者に対しては厳しい姿勢で対応し、未収金の削減に努力されたい。

【高齢・障がい福祉課】

指摘事項

（１）部長決裁である起案が課長決裁として処理されているものが見受けられた。事務決裁規程を遵守

されたい。

産 業 観 光 部
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商工労政課 産業支援課 農林水産課 観光企画課 観光事業課

財務に関する事務の執行等及び所管施設の管理状況並びに工事施工状況については、おおむね良好に

処理が行われていると認められた。

なお、指摘事項及び意見については、次に述べるとおりである。

【商工労政課】

指摘事項

（１）労働福祉会館の受付事務等の委託において、仕様書に毎月末ごとに委託料の請求ができるとある

が、実際には毎月25日締めになっている。仕様書との整合を図られたい。

（２）伊勢志摩総合卸売市場経営安定資金貸付について、本来あるべき事務処理手続きがなされていな

い点が見受けられたため、今後は留意されたい。

（３）サンライフの指定管理において、基本協定書に定める四半期報告が指定管理者から提出されてお

らず、毎月の報告書も供覧するなどの文書処理がされていないため、指定管理者の適正な管理をさ

れたい。

意見

（１）伊勢商工会議所、小俣商工会の各種補助金、商店街活性化に係る各種補助金について、常に費用

対効果について検証されたい。

【産業支援課】

意見

（１）各種のセミナー、技術講習会、講座等を開催しているが、参加数の少ないセミナー等については、

各層の産業人に魅力のあるテーマや講座を設けるなど工夫に努め、参加者が少ない講座等について

は、閉講することも検討するよう望むものである。

【農林水産課】

指摘事項

（１）農業体験実施に伴うバス借上げにおいて、一括発注が可能であるにもかかわらず、10万円未満

に分割して発注している。経費の抑制、価格の妥当性、公正性、事務の効率化を念頭において、契

約規則及び平成25年5月28日付け管財契約課長通知の「平成25年度入札・契約制度の改定及び

随意契約の取扱いについて（通知）」に基づき、適正な事務処理をされたい。

（２）事務補助団体の経理において、収入の伝票がないもの、立替払いの中に事実確認ができない支出

が認められた。立替払いの領収書にはその事実が確認できるように明示されたい。事務補助団体と

はいえ公務として事務局を担っていることから、公金に準じた事務処理をされたい。

（３）伊勢市二見地域農産物等活用型総合交流促進施設（「民話の駅 蘇民」）（「しょうぶ園」）の指定

管理において、基本協定書に定める四半期報告が指定管理者から提出されていないものがあるため、
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指定管理者の適正な管理をされたい。

また、しょうぶ園は、見頃となる季節に入園が集中するが、維持経費も考慮すると存続の是非に

ついて検討される施設とも思われるため、入場者数の調査をされたい。

【観光企画課】

指摘事項

（１）事務補助団体において、伝票の決裁者が不適切なものや、パンフレット作成の起案において特命

理由が未記載となっており、検収調書が添付されていないもの、会議の結果報告が作成されていな

いものなどが見受けられたため、適正な事務処理をされたい。

意見

（１）平成26年度末に策定した「伊勢市観光振興基本計画」の中で、目標年次の平成29年の神宮参拝

客を800万人としている。また、これまでの伊勢市の観光を計る指標としては、神宮参拝数のみで

あったが、計画では、「伊勢･二見宿泊者数」、「観光消費額」などの4つの新しい指標を加え、量、

質、持続可能性の観点から総合的評価できるように試みがされている。6つの基本方針と5つの評

価指標を軸として、各関係団体と緊密な連携を図り、計画が達成されることを望むものである。

（２）市内観光周遊バス「参宮コース」のスカイラインルートについては、乗車数が少ないように思わ

れるため、本年度の乗客の推移を見て、費用対効果について検証をされ、運行存続の是非について

検討を願いたい。

【観光事業課】

指摘事項

（１）事務補助団体の事務処理において、伝票、現金出納帳及び通帳の不一致、立替払いなど不適切な

支出が見受けられた。事務補助団体とはいえ公務として事務局を担っていることから、公金に準じ

た事務処理をされたい。また、通帳残高と諸帳簿等の照合検査を担当者以外の職員が定期的に実施

するなど適正な事務処理をされたい。

（２）前渡資金が長期間精算されていないものが見受けられたため、会計規則に基づき、適正な事務処

理をされたい

意見

（１）観光企画課策定の「伊勢市観光振興基本計画」の達成に向けて、観光企画課との連携を今以上に

緊密に行い、スポーツ観光の推進や観光客の受入体制の拡充等に努められるよう望むものである。

（２）負担金についてはその目的ごとに精査し、余剰金があれば戻入されたい。

御 薗 総 合 支 所

地域振興課 生活福祉課

財務に関する事務の執行等については、おおむね良好に処理が行われていると認められた。
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なお、指摘事項については、次に述べるとおりである。

また、意見については特に認められなかった。

【地域振興課】

指摘事項

（１）事務補助団体の事務処理において、会議の結果報告がされていないもの、簿冊に起案と資料が整

理されずに綴じられているものが見受けられたため、適正な事務処理をされたい。

（２）防犯灯事業補助金交付の事務処理において、交付申請を供覧してから交付決定を行っており、ま

た、事業報告書を供覧してから交付確定の決裁を行っている。事務の迅速化、省力化を図るために

もそれぞれの供覧は省略されたい。

会 計 課

財務に関する事務の執行等については、おおむね良好に処理が行われていると認められた。

なお、指摘事項及び意見については特に認められなかった。

市立伊勢総合病院

財務に関する事務の執行等及び所管施設の管理状況については、おおむね良好に処理が行われている

と認められた。

なお、指摘事項及び意見については、次に述べるとおりである。

指摘事項

（１）先進地視察や研修会等で体感して得た知識や患者ニーズの動向などの記録は、新病院建設事業や

既存事業の見直しに貴重な資料として役立つものと思われるが、復命書が作成されていないものが

散見され、資料の添付がないもの、出張者の印漏れなども見受けられた。病院企業職員就業規程に

基づき、適正な事務処理をされたい。

（２）契約の決裁において、決裁日及び施行日が契約締結日以降の日付になっているものや、履行確認

日以降の日付になっているものが見受けられたため、適正な事務処理をされたい。

意見

（１）診療費の未収金については、クレジットカードでの料金決裁、支払督促を申し立てるなど未収金

発生の防止及び回収に努力されているところであるが、なお一層の回収に取り組まれるよう望むも

のである。

（２）医師の確保については、医師奨学金制度及び奨学基金を創設し、病院長自らがトップセールスに

努めるなど鋭意努力をされていることは評価するところである。

また、看護師の確保においては、新たに三重県立看護大学特別選抜試験推薦入学制度を利用す

るなど努力が覗われる。

医師･看護師の確保は、地方病院における全国的な問題であるが、さらに病院職員一丸となって
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確保対策に努力されることを望むものである。

議 会 事 務 局

財務に関する事務の執行等については、おおむね良好に処理が行われていると認められた。

なお、指摘事項及び意見については特に認められなかった。

監 査 委 員 事 務 局

財務に関する事務の執行等については、おおむね良好に処理が行われていると認められた。

なお、指摘事項及びについては、次に述べるとおりである。

また、意見については特に認められなかった。

指摘事項

（１）県外出張等の復命書が作成されていないものが見受けられため、職務服務規程に基づき適正な事

務処理をされたい。

農業委員会事務局

財務に関する事務の執行等については、おおむね良好に処理が行われていると認められた。

なお、指摘事項については、次に述べるとおりである。

また、意見については、特に認められなかった。

指摘事項

（１）各種申請書への収受印漏れや、決裁案件を簡易決裁で処理しているものが見受けられたため、文

書管理規程に基づき適正な事務処理をされたい。

（２）前渡資金が長時間精算されていないものが見受けられたため、会計規則に基づき適正な事務処理

をされたい。

選挙管理委員会事務局

財務に関する事務の執行等については、おおむね良好に処理が行われていると認められた。

なお、指摘事項については、次に述べるとおりである。

また、意見については特に認められなかった。

指摘事項

（１）農業委員会委員選挙の簿冊において、決裁案件を簡易決裁で処理しているものが見受けられた
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ため、文書管理規程に基づき適正な事務処理をされたい。

７ むすび

本年度の定期監査においては、日常の事務執行に必要な基本的な知識の欠如又は単純なミスによ

り誤った事務処理を行っていた事例や、担当部署での内部チェックが不十分な事例等が見られた。

職員一人ひとりが根拠法令等を充分に理解し、それぞれが精度の高いチェックを行うことが様々

なミスの発生を防ぎ、ひいては経済的な効率化にも繋がるものと考える。

また、市政においては公平性・透明性に留意し、常にコスト意識を持って最少の経費で最大の効

果を挙げるかを意識しながら、市民の立場に立って日々の事務事業を行っていくことが求められる。

なお、本年6月に職員による市税の公金横領が発覚し、市民に計り知れない不信感を抱かせたこ

とから、担当課に訪問徴収の業務手続の説明を求め検証したところである。その後、関係各課にお

いても再発防止に向けてマニュアルを整備し、その対策が取られている。

市政への信頼回復に向け、身を引き締めて適正な執務・予算執行にあたるよう望むものである。

最後に各所属長におかれては、再度、組織の内部統制について検討し、事務処理の同じ誤りを未

然に防止し、適正な執行をする組織づくりに努め、日常業務が正しく遂行されるよう強く望むもの

である。
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随時監査（工事監査）

１ 実施年月日及び対象工事等

２ 監査の種類

地方自治法第199条第5項の規定に基づく随時監査

３ 監査を実施した監査委員

畑 芳 嗣 （識見監査委員）

浦 野 卓 久 （識見監査委員）

吉 岡 勝 裕 （議選監査委員）

４ 監査の方法

平成26年度に係る工事のうち、大規模かつ施工中のものから抽出して実施した。工事監査は工事に

ついて特に高度の専門的知識と経験が必要なため、公益社団法人 大阪技術振興協会に技術士の派遣

を求め、その技術士が書類審査及び現地調査を実施するとともに、監査委員が技術士に同行して監査

を実施した。

５ 監査の結果

工事の執行については、契約事務、計画、設計、積算及び施工は関係法令等に準拠し、おおむね適

正かつ効率的に執行されているものと認められた。

なお、意見については次に述べるとおりである。

技術士から提出された工事技術調査結果報告書については６に記載のとおりであるが、内容を十分

検討の上、今後とも工事の設計及び施工にあたっては、品質の確保と技術の向上を図るとともに、経

済性、安全性及び環境面に配慮しながら適正な施工管理に努められたい。

また、監査対象外の技術系職員におかれては、工事監査の結果を共有され、今後の技術向上に生か

されるよう強く望むものである。

意見

（１）特記仕様書の記載内容が標準的で一般的な記述となっているため、施工業者との綿密な事前協議

実施年月日 対 象 工 事 所 管 課

平成26年10月22日 勢田配水池増設工事 上水道課
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や監督員の指示により設計意図を確認しながらの施工が必要となっている。今後、発注する工事

の特記仕様書については、当該工事を施工する上で特に配慮すべき事項に絞って抽象的な表現は

避け、より具体的な記述とされることが望ましい。

（２）設計内訳書については「上段－変更前」、「下段－変更後」と記述されているが変更がない場

合には上段記述が省略されている。今後、第三者が閲覧する場合も想定して誤解を受けないよう

に記載方法に配慮されたい。また、一部単価表の摘要欄に誤表記が見られる。これらはいずれも、

軽微なミスであるが照査の場合などにも分かりやすい設計図書の作成に努められたい。

（３）配水池屋根部の雨水排水処理については４ヶ所のピラスター部付近からの排水であるが、雨水

帯水なく適切に排水処理されていることを念のため確認されたい。

（４）今後工期末に向けて流入管路の敷設や緊急遮断弁室関連工事などの工程が混み合ってくるため、

諸工事の日々の確認事務と併せて書類の整理事務も同時に行うことで抜け落ちのないように留意

されたい。

（５）異常気象などによる予測し難い事態も想定されるので、常に施工箇所の整理整頓に努められた

い。

（６）施工場所は、住宅地の生活道路の最奥部である。残る工期についてもこれまで同様に細心の注

意を払い交通誘導員を適切に配置して地域の交通安全に配慮されたい。

（７）隣接地権者との境界立会のための工期延期や、仮設舗装工の追加のための設計変更を行ってい

る。設計時点での現場調査では予測し難い面はあるが、今後工事発注される際は事前の現地調査

を十分に行い可能な限り設計に反映されたい。

（８）設計図面については設計内容から見てもかなりのページ数が見込まれる。電話による確認協議

の際などのミス防止の観点からも目次を作成し勘違いミスの防止を図られたい。また今回の図面

については若干の記述誤りや記載漏れが見られた。安全で正確かつ手戻りのない施工を実施する

上では設計図面の正確性が重要となる。今後の発注にあたっては設計図面のより慎重な照査をお

願いしたい。

６ 工事技術調査結果報告書の概要

（１）工事概要

ア 工事場所 伊勢市勢田町地内

イ 工事概要

配水池工

土工 Ｎ＝１式

場内撤去工 Ｎ＝１式

配水池築造工

ＰＣタンク3,000㎥ 内径Φ18.0m Ｎ＝１基

床版工：コンクリート 30-12-25N Ｖ＝178㎥

側壁工：コンクリート 36-12-25N Ｖ＝180㎥

36-12-25N（膨張材入）Ｖ＝41㎥

屋根歩廊工：コンクリート 24-12-25N Ｖ＝80㎥

防水塗装工：内面防食塗装（ＪＷＷＡ Ｋ143適合、ポリウレア樹脂吹付）

Ａ＝1,006㎡
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屋根防水塗装（環境対応型、超速硬化ウレタン塗膜防水）

Ａ＝391㎡

付帯設備工：螺旋階段設置（Φ1800、ＳＵＳ304製、Ｈ＝15.75m）

Ｎ＝１基

内部梯子設置（Ｈ＝10.5m、直梯子、防護柵・踊場付、

ポリエチレン粉体塗装）

Ｎ＝１基

緊急遮断弁室工

緊急遮断弁 ＦＣＤ350mm、機械式流量感知 ウエイト式 Ｎ＝１基

弁室 内空断面Ｗ＝2,000mm×Ｌ＝6,500mm×Ｈ＝2,300 Ｎ＝１箇所

場内及び道路内配管工

ウ 工事請負業者 山野・西山・野村特定建設工事共同企業体

エ 工事費

設計金額 308,430,150円（税込）（変更金額 330,244,560円）

契約金額 289,800,000円（税込）（変更金額 310,295,880円）

落札率 94.0%（対設計金額）

オ 契約日

平成25年12月13日

カ 工事期間

平成25年12月13日～平成27年 2月13日

キ 工事進捗状況（平成26年10月22日現在）

計画出来高71.8％ 実施出来高70.3％

（２）書類調査における所見

この工事の工事施行伺、設計内訳書などの関係書類については、必要なものが整理保管されてい

ることを確認した。次いで、当該工事の計画・設計・積算・契約・施工管理等の各段階における技

術的事項について調査した。必要に応じてこれらの書類で確認するとともに、疑問点については関

係者に補足説明を求めた。

ア 着手前における所見

（ア）調査・計画に関する書類について

伊勢市水道事業基本計画に基づいて、伊勢市の将来計画給水量64,000㎥（25年度決算時点

給水量は53,000㎥）を確保するとともに、平成30年度までには配水池耐震化率を87.0％とす

る目標となっている。

その為、伊勢市域内への安定給水及び災害応急給水拠点整備を図る目的で既設配水池（勢田、

宮川、楠部、二俣、桜木、二見など）について老朽化した配水池を順次更新（場合によっては

廃止）している。本工事は、その中の勢田配水池にある鋼板製配水池（昭和55年製）の老朽

化対策や耐震性の不足を解消するためPC製タンク（3,000㎥）を既設鋼板製タンクに隣接して

増設するものである。なお、この工事完成後老朽化した鋼板製配水池は撤去して建て替える予

定となっている。また、勢田配水池に給水タンクが二基整備（3,000㎥×2）されたのちは、昭

和30年代に整備された小規模な桜木配水池（1,000㎥）は効率的な維持管理の観点から廃止す

る予定となっている。
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一方、伊勢市の人口動向について見ると平成25年度に比して平成35年度推計では0.96と

漸減傾向にあるものの、市街地を対象とする勢田配水池の給水人口は横ばいで推移すると予測

されており勢田配水池の更新計画は妥当であると判断できる。

（イ）設計に関する書類について

① 設計内容について

当配水池の形状については水密性、耐久・耐震性、施工性、他の配水池との形状統一によ

る維持管理効率の向上、景観性、施工実績、経済性などの観点から総合的に優れる円形ＰＣ

配水池としている。

また、整備にあたっては従来工法、エアドーム工法、アルミドーム工法についての工法比

較を行いエアドーム工法を採用したものである。この工法により内部支保工設置などの手間

が省け、施工期間の短縮など経済設計となっている。

設計にあたっては、水道施設設計指針（日本水道協会：H25版）、水道用プレストレスト

コンクリート設計施工指針・解説（日本水道協会：H10版）などの基準、指針等を参考にし

ており、特に問題となる点は見受けられない。

② 仕様について

工事は特記仕様書により詳細に規定されているが、その特記内容は標準的で一般的な記述

となっている。そのため、本工事施工に関しては工事監督員と施工業者の綿密な事前協議や

監督員の指示に基づき設計意図を確認しながら施工されており、その内容は工事打合せ簿に

記載されている。

今後伊勢市において新規工事発注する際の特記仕様書記載事項については、当該工事を施

工する上での特に配慮すべき事項に絞って抽象的な表現は避けてより具体的な記述とされ

ることが望ましい。

③ 景観面の配慮

円形タンクの外側は、コンクリート打放し仕上げとなっているがコンクリートの充填も十

分に行われており綺麗に仕上がっていることを確認した。

（ウ）積算に関する書類について

数量算出は積算基準（三重県県土整備部：H25.8）に準拠して積算しており、単価について

も設計単価表（三重県：H25.7.1）、建設物価や積算資料など刊行物単価を使用、単価のない

ものについては３社見積もりを徴収し平均単価を採用するなど適切に行われている。

また、ＰＣタンクの設計積算にあたっては、プレストレストコンクリート円形構造物標準積

算要領（（社）プレストレスト・コンクリート建設業協会）やエアドーム工法標準積算要領（エ

アドーム工法協会）等を参照する等適切に行われている。

設計内訳書については「上段－変更前」、「下段－変更後」と記述されているが変更がない

場合には上段記述が省略されている。今後、第三者が閲覧する場合も想定して誤解を受けない

ように記載方法に配慮されたい。また、一部単価表の摘要欄に誤表記が見られる。これらはい

ずれも、軽微なミスであるが照査の場合などにも分かりやすい設計図書の作成に努められたい。

（エ）契約に関する書類について

入札資格要件（ＪＶ代表社は市内本店業者、経営審査点数950点以上など）については、契

約審査委員会に諮って決定している。入札はこれにより、要件付一般競争入札として６ＪＶが

参加して行われた。１JＶは超過失格となったが、残る５ＪＶの中で最も低値の「山野・西山・

野村特定建設工事共同企業体」が受注した。
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また、本工事は試行案件として予定価格事後公表で入札が行われたものであり、落札率は

94.0％であった。

入札手続きとしては、平成25年11月11日に公告、入札期限は平成25年12月 9日（紙入

札）、平成25年12月10日に開札されており、市の規定に基づいたもので適切に処理されて

いることを確認した。

また、工事請負契約書、工事履行保障関係書類、現場代理人届けなどの必要書類も整ってお

り問題となる事項は見当たらなかった。

イ 工事着工後における所見

（ア）施工管理に関する書類について

この工事の施工計画書は平成26年 1月 8日に受理したのち、第一回変更、第二回変更、第

三回変更と変更の都度適切に受理できている。

また、配水池築造詳細施工計画書、防水塗装工詳細施工計画書なども施工前に必要の都度受

理しており適切に処理されている。

このように施工手順や施工方法、品質管理や出来形管理、安全管理や環境管理などの面でも

特に問題となる点は見受けられなかった。

今回監査にあたっては、履行確認ができない工種（基礎部コンクリート置換え、鉄筋の配筋、

エアドーム工法、防水防食工など）についても写真による確認点検を行ったが、適切に実施さ

れていることを写真で確認した。またそれらの工事写真も適切に整理保管管理がなされており

特に問題となる点はなかった。

（イ）試験・検査等に関する書類について

下地調整工、内面防水工、屋根防水塗装工などについても塗布状況の写真記録が整理されて

おり、使用数量に関しても空缶確認が適切になされていることを確認した。

また、ＰＣ鋼棒やＰＣ鋼より線、鉄筋、生コンの品質などについても使用材料調書で確認し

たが品質などについて特に問題となる点は見当たらず適切に処置されていることを確認した。

配水池屋根部の雨水排水処理については四ヶ所のピラスター部付近からの排水であるが、雨

水帯水なく適切に排水処理されていることを念のため確認されたい。

（ウ）工事監督に関する書類について

週間工程表、月間工程表により工事工程確認を行うなど適切に管理されていることを確認し

た。

今後工期末に向けて流入管路の敷設や緊急遮断弁室関連工事などの工程が混み合ってくる

ので、諸工事の日々の確認事務と併せて書類の整理事務も同時に行うことで抜け落ちのないよ

うに留意されたい。

（３）現場施工状況調査における所見

調査時点（平成26年10月22日現在）における出来高は70%となっており、2月末工期に向けて

順調に進捗していることが確認できた。

ア 現場施工状況について

調査時点では配水タンクは概成しており、タンク周辺の排水側溝の整備や緊急遮断弁室の鉄筋

組が行われているところである。排水側溝の施工場所は用地の外側の狭い部分での施工、遮断弁

室はＧＬ－３mほどの地中での施工と制約条件が多くあるが、現場は適切に整理整頓されており

特に問題点はなかった。
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これからも、異常気象などによる予測し難い事態も想定されるので、常に施工箇所の整理整頓

に努められたい。

施工現場近辺の一般公衆の見やすい場所への掲示が必要な「建設業許可票、労災保険成立表、

建退共事業標識、施工体系図、緊急連絡体制図」などは適切に掲示されていることを確認した。

イ 安全管理状況等について

施工場所は、住宅地の生活道路の最奥部である。残る工期についてもこれまで同様に細心の注

意を払い交通誘導員を適切に配置して地域の交通安全に配慮をされたい。

ウ 設計変更について

工事発注後、隣接地権者との境界立会が必要となったが地権者との日程調整に予定外の日数を

要したため工事着手が大きく遅れることとなり工期延期を行うこととなった。また、現場精査の

結果重車両の走行ルートをより安全な線形に改良するとともにこれに合わせて仮設舗装工を追加

することとして設計変更を行うものである。設計時点での現場調査では予測し難い面はあるが、

今後工事発注される際は事前の現地調査を十分に行い可能な限り設計に反映されたい。

（４）その他の所見

設計図面については設計内容から見てもかなりのページ数が見込まれる。電話による確認協議の

際などのミス防止の観点からも目次を作成し勘違いミスの防止を図られたい。また今回の図面につ

いては若干の記述誤りや記載漏れが見られた。安全で正確かつ手戻りのない施工を実施する上では

設計図面の正確性が重要となる。今後の発注にあたっては設計図面のより慎重な照査をお願いした

い。
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